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は
じ
め
に

0正
徳四
～
五
年
の
漁
場
争
諭

②享
保
期
の
佐
原
・
篠
原
・
津
宮
三
か
村
の
動
向

おわ
り
に

［論
文
要旨

］

　
本稿
で
は
、
東
総
地
域
に
お
け
る
漁
業
社
会
構
造
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
下
利
根
川
　
　
　
引
網
の
網
代
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
動
向
が
強
ま
り
、
三
か
村
は
倍
額
の
網
代
役
永
や
海
役
米
を
上

中
流
域
で
起
き
た
正
徳
・
享
保
期
の
漁
場
争
論
を
取
り
上
げ
て
検
討
を
加
え
た
。
正
徳
四
～
五
年
に
　
　
　
納
す
る
と
と
も
に
、
旧
来
か
ら
一
貫
し
て
村
前
漁
場
を
利
用
し
て
き
た
由
緒
を
強
調
し
て
、
自
村
の

かけ
て
、
下
総
国
香
取
郡
佐
原
・
篠
原
・
津
宮
三
か
村
と
、
三
か
村
よ
り
上
流
の
漁
場
を
運
上
金
上
　
　
　
漁
場
占
有
を
堅
持
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
過
程
で
、
新
規
に
網
代
を
設
定
し
よ
う
と
す
る

納
の
対
価
と
し
て
請
け
負
っ
た
「
運
上
川
」
請
負
人
と
の
争
論
が
起
き
、
三
か
村
は
村
前
漁
場
を
川
　
　
　
百
姓
と
の
差
異
を
強
調
す
る
べ
く
、
三
か
村
は
網
代
役
永
の
上
納
は
地
引
網
代
利
用
の
対
価
に
過
ぎ

では
な
く
入
海
と
す
る
こ
と
で
、
「
運
上
川
」
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
漁
場
範
囲
は
　
　
　
ず
、
こ
れ
よ
り
も
海
役
米
上
納
こ
そ
が
、
漁
業
の
ほ
か
、
村
前
漁
場
範
囲
内
で
の
砂
洲
の
開
発
・
肥

狭
め
ら
れ
た
。
こ
の
争
論
に
お
い
て
、
「
運
上
川
」
請
負
人
は
下
流
域
で
は
川
魚
の
遡
上
路
を
確
保
　
　
　
　
料
採
取
な
ど
を
行
い
う
る
根
拠
、
す
な
わ
ち
漁
場
占
有
の
中
核
的
論
拠
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に

す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
り
、
こ
れ
を
阻
害
す
る
新
規
漁
業
は
中
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
　
　
　
な
っ
た
。
こ
う
し
て
三
か
村
は
村
前
漁
場
を
確
保
し
た
が
、
正
徳
期
争
論
の
結
果
、
三
か
村
よ
り
下

が
、
幕
府
の
判
断
で
は
認
め
ら
れ
ず
、
三
か
村
前
で
の
地
引
網
漁
操
業
が
優
先
さ
れ
た
。
下
利
根
川
　
　
　
　
流
の
村
々
が
新
規
に
地
引
網
の
網
代
を
設
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
干
渉
で
き
ず
、
享
保
期
以
降
は
、

中
流
域
で
は
、
村
前
漁
場
で
の
地
引
網
漁
は
川
魚
の
遡
上
を
阻
害
す
る
漁
業
と
は
認
定
さ
れ
ず
、
下
　
　
　
不
漁
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

流
域
の村
々
の
意
向
に
よ
っ
て
、
以
後
も
自
由
に
操
業
さ
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
。
ま
た
享
保
期

に
は
、
流
域
の
百
姓
が
、
よ
り
高
額
の
運
上
金
を
上
納
す
る
代
わ
り
に
、
新
た
に
他
村
の
村
前
に
地

6
1

1
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は
じ
め
に

　
東
総
地
域
の
漁
業
社
会
構
造
を
考
え
る
う
え
で
、
内
水
面
漁
業
の
問
題
は
不
可
欠

の

検
討
課
題
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
も
下
利
根
川
流
域
の
漁
業
構
造
に
つ

い
て

は
、
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
、
十
分
な
研
究
蓄
積
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
と

は
言
い
難
い
状
況
で
あ
る
。

　
そ
の
な
か
で
唯
一
包
括
的
に
こ
の
地
域
の
漁
業
社
会
を
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
（
1
）

原
淳
二
氏
の
労
作
が
あ
る
。
原
氏
は
、
高
額
な
運
上
金
を
提
示
し
た
請
負
人
に
漁
場

の
権
利
が
付
与
さ
れ
る
「
運
上
川
」
の
シ
ス
テ
ム
が
新
島
領
代
官
に
よ
っ
て
導
入
さ

れ

る
こ
と
で
、
漁
場
利
用
が
個
別
領
主
権
を
越
え
て
新
島
領
代
官
に
よ
っ
て
一
括
し

て

管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
村
の
村
前
で
の
漁
場
利
用
が
制
約
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
過
程
を
示
し
、
と
く
に
下
利
根
川
中
流
域
‖
新
島
領
で
は
、
享
保
期
に
「
運

上

川
」
の
請
負
入
札
制
度
が
江
戸
問
屋
資
本
な
ど
の
参
入
に
よ
っ
て
、
強
化
さ
れ
た

と
い
う
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
見
解
は
妥
当
な
も
の
と
考
え
る
が
、

大
局
的
に
は
右
の
よ
う
に
収
束
し
て
い
く
争
論
の
過
程
で
は
、
争
論
当
事
者
双
方
が

さ
ま
ざ
ま
な
主
張
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
言
説
を
詳
細
に
検
討
し
な
お
す
こ
と
で
、

川
漁
を
め
ぐ
る
複
雑
な
漁
場
利
用
関
係
、
お
よ
び
漁
場
利
用
を
正
当
化
す
る
論
理
を

抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
限
ら
れ

た
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
、
原
氏
が
分
析
対
象
と
し
た
下
利
根
川
中
流
域
で
の
正

徳
・
享
保
期
の
漁
場
争
論
に
つ
い
て
、
そ
の
経
緯
を
再
度
検
討
す
る
こ
と
で
、
い
く

つ
か

の
論
点
を
拾
い
出
す
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
の
は
、

下
総

国
香
取
郡
に
あ
る
佐
原
・
篠
原
・
津
宮
三
か
村
が
関
わ
っ
た
漁
場
争
論
な
ど
で

あ
り
、
そ
の
理
由
は
史
料
が
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

　
以
下
主

と
し
て
使
用
す
る
史
料
は
、
佐
原
村
名
主
伊
能
三
郎
右
衛
門
家
に
残
さ
れ

た
三
冊
の
記
録
で
あ
る
。
一
つ
め
は
、
正
徳
五
（
一
七
一
五
）
年
「
津
宮
下
漁
猟
場

　
　
　
　
　
（
2
）

出
入
始
末
留
書
」
で
、
こ
れ
は
正
徳
期
の
利
根
川
通
り
村
々
漁
場
請
負
人
と
佐
原
・

篠
原
・
津
宮
三
か
村
と
の
争
論
関
係
史
料
を
ま
と
め
た
冊
子
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
「
御
菜
御
肴
御
吟
味
之
節
留
書
」
で
、
代
官
野
田
次
郎
左

衛
門
を
通
し
て
御
菜
肴
の
上
納
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
の
や
り
と
り
を
記
録
し
た
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

三

つ
め

は
、
享
保
七
年
「
御
証
文
之
写
」
で
、
享
保
七
・
八
年
の
漁
場
利
用
を
め
ぐ

る
代
官
野
田
と
の
や
り
と
り
を
記
録
し
た
冊
子
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
伊
能
家
六
代
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

当
主
の
景
利
が
作
成
し
た
留
書
で
あ
り
、
村
政
の
記
録
を
編
纂
し
た
著
名
な
「
部
冊

帳
」
の
後
巻
の
一
部
と
し
て
作
成
さ
れ
、
最
終
的
に
は
「
部
冊
帳
」
か
ら
外
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

可
能
性
が
高
い
史
料
で
あ
る
。

0
正
徳
四
～
五
年
の
漁
場
争
論

　
（
↓
漁
場
争
論
の
前
提

　
ま
ず
は
正
徳
期
以
前
の
佐
原
・
篠
原
・
津
宮
三
か
村
の
漁
場
利
用
関
係
に
つ
い
て
、

原
氏
の
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　
（
1
）
下
利
根
川
中
流
域
に
あ
た
る
新
島
領
で
は
、
慶
長
期
に
関
東
総
奉
行
で

あ
っ
た
青
山
忠
成
に
よ
っ
て
、
流
域
村
々
が
幕
府
に
御
菜
魚
を
上
納
す
る
体
制
が
整

備
さ
れ
た
。
こ
の
な
か
に
は
佐
原
・
篠
原
・
津
宮
三
か
村
も
含
ま
れ
た
。
こ
う
し
た

御
菜
魚
献
上
は
、
こ
の
三
か
村
が
私
領
に
領
地
替
さ
れ
る
こ
と
で
短
期
間
で
中
止
さ

れ

た
が
、
そ
の
由
緒
に
よ
っ
て
以
後
は
役
永
を
上
納
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
役
永

が
漁
場
利
用

を
保
証
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

　
（
2
）
そ
の
後
新
島
領
流
域
の
役
永
上
納
・
漁
場
利
用
関
係
は
、
全
体
と
し
て
新

島
領
代
官
に
よ
っ
て
一
括
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
三
か
村
も
相
互
に
入
会
で
漁

場
利
用
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（
3
）
寛
文
・
延
宝
期
か
ら
漁
場
収
益
に
目
を
付
け
た
周
辺
漁
民
が
、
旧
来
の
役

永
よ
り
高
額
の
運
上
金
を
上
納
す
る
代
わ
り
に
、
漁
場
を
排
他
的
に
利
用
し
よ
う
と
、

運
上
金
上

納
の
請
負
を
歎
願
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
こ
と
が
新
島
領
代
官
の
、
よ

り
高
額
の
運
上
金
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
指
向
性
に
合
致
し
た
こ
と
に
よ
り
、
下
利

162
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根

川
流
域
で
は
代
官
に
よ
っ
て
「
運
上
川
」
が
設
定
さ
れ
、
各
村
の
漁
場
利
用
は
制

限

を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
（
4
）
寛
文
十
三
（
一
六
七
三
）
年
か
ら
は
、
新
堀
川
開
削
を
め
ぐ
っ
て
、
改
め

て

三

か
村

に
よ
る
漁
場
の
入
会
利
用
が
確
認
さ
れ
、
入
会
漁
場
1
1
「
堀
割
下
海
」
に

つ
い
て

三
か
村
が
「
年
々
御
年
貢
百
俵
宛
御
定
納
」
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は
の

ち
に
、
三
か
村
の
前
川
は
下
利
根
川
の
一
部
で
は
な
く
、
入
海
部
分
で
あ
る
と
主
張

す
る
際
の
論
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
三
か
村
は
、
「
新
洲
出
来
仕
候
ハ
・
、

其
年
よ
り
田
地
二
仕
付
次
第
、
御
代
官
様
見
分
之
通
御
年
貢
差
上
ケ
可
申
候
、
海
之

内
二
而
も
く
つ
を
取
、
芦
浦
を
苅
、
御
領
地
・
私
領
地
分
田
地
こ
や
し
に
仕
申
所
御

座
候
」
、
す
な
わ
ち
、
①
こ
の
海
域
内
の
洲
を
開
発
し
て
田
地
と
し
て
利
用
す
る
こ

と
、
②
田
畑
の
肥
料
を
海
域
内
で
採
取
す
る
こ
と
の
二
点
を
領
主
に
も
認
め
さ
せ
る

　
　
　
　
　
（
7
）

こ
と
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
て
下
利
根
川
で
は
請
負
漁
業
1
1
「
運
上
川
」
が
広
汎
に
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
が
、
三
か
村
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
ず
、
つ
い
に
正
徳
期
に
、
上
流

の

村
々
（
利
根
川
通
り
村
々
）
の
漁
場
を
請
け
負
っ
た
も
の
と
佐
原
・
篠
原
・
津
宮

三
か
村

と
の
間
で
漁
場
争
論
が
起
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
ず
は
こ
の
争
論
の
経
緯

を
追
い
な
が
ら
、
両
者
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
自
己
の
漁
場
利
用
を
正
当
化
し
た
の

か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

と
く
に
こ
の
争
論
で
請
負
人
と
対
立
し
た
の
は
、
津
宮
村
で
あ
る
。
津
宮
村
は
請

負
場
所
で
あ
る
利
根
川
通
り
村
々
と
支
配
代
官
が
同
じ
で
あ
っ
た
た
め
、
請
負
場
所

で

の

漁
獲
量
を
確
保
し
た
い
代
官
か
ら
地
引
網
を
中
止
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
こ
と

に
逆
ら
え
ず
、
い
っ
た
ん
は
こ
れ
を
中
止
し
た
。
そ
の
後
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年

九

月
に
、
幕
領
巡
見
使
の
廻
村
先
へ
地
引
網
再
開
を
求
め
る
訴
状
を
提
出
し
た
が
、

代
官
の
添
状
が
な
い
こ
と
か
ら
受
け
付
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
翌
年
に
、

利
根
川
通
り
村
々
は
松
平
九
郎
左
衛
門
支
配
、
三
か
村
は
野
田
次
郎
左
衛
門
支
配
と

代
官
が
異
な
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
訴
状
が
受
理
さ
れ
、
津
宮
村
役
人
は
江
戸
の
野

田
の
役
所
に
赴
き
、
改
め
て
訴
状
を
提
出
し
、
口
書
が
作
成
さ
れ
た
。

　
　
（
8
）

［史
料
1
］

　
　
　
差
上
申
口
書
之
事

一
下
総
国
香
取
郡
津
之
宮
村
前
川
魚
猟
之
義
、
川
上
飯
嶋
村
前
年
請
負
之
場
所

　
御
請
負
之
者
津
宮
村
前
魚
猟
相
障
り
申
二
付
、
去
ル
辰
年
御
巡
見
様
江
願
書

　
差
上
ケ
申
候
所
二
、
此
度
御
吟
味
被
仰
付
奉
畏
候
事

一
津
之
宮
村
前
川
之
儀
先
年
よ
り
魚
猟
を
以
渡
世
仕
候
二
付
、
津
宮
村
分
ン
永

　
四
百
六
拾
文
井
米
百
俵
ハ
津
之
宮
村
・
篠
原
村
・
佐
原
村
三
ケ
村
二
而
定
納

仕
来
り
魚
猟
仕
候
所
、
年
々
右
之
場
所
開
発
仕
三
拾
七
年
以
前
迄
反
歩
拾
九

町
歩
余
御
座
候
所
、
ロ
ハ
今
ハ
百
拾
九
町
歩
余
二
罷
成
候
、
其
上
年
々
満
水
御

座
候
二
付
ご
ミ
砂
押
込
魚
住
不
申
、
ロ
ハ
今
ハ
魚
猟
仕
候
場
所
新
川
瀬
通
計
二

罷
成
候
、
然
共
定
納
網
代
御
役
米
永
之
儀
ハ
先
年
之
通
り
今
以
定
納
仕
候
得

共

網
引
申
場
所
逼
ク
罷
成
迷
惑
仕
候
、
御
年
貢
之
義
も
先
年
ハ
少
分
二
御
座

候
得
共
只
今
ハ
御
年
貢
相
増
上
納
仕
候

一
右
之
通

り
先
年
ハ
場
広
キ
所
二
而
漁
猟
仕
候
得
共
、
只
今
ハ
開
発
候
間
漁
猟

場
逼

ク
罷
成
候
故
川
筋
本
瀬
通
り
計
二
而
魚
猟
仕
候
、
且
又
先
年
ハ
何
網
を

以

魚
猟
仕
候
哉
、
只
今
ハ
何
網
二
而
猟
仕
候
哉
と
御
尋
二
御
座
候
、
先
年
6

只
今
ま
て
川
瀬
模
様
次
第
魚
猟
引
替
々
々
猟
仕
来
り
申
候
、
然
共
先
年
ハ
場

広
所
二
而
魚
猟
仕
候
得
共
右
之
趣
二
付
魚
猟
仕
所
減
、
前
後
之
義
ハ
境
相
立

他
村
前
二
而
魚
猟
仕
候
義
不
罷
成
、
村
前
計
二
而
本
瀬
一
通
り
之
魚
猟
仕
候

故
近
年
地
引
網
を
以
猟
仕
候
事

一
津
之
宮
村
江
相
構
申
川
上
魚
猟
人
之
義
、
御
請
負
前
後
二
外
村
二
も
永
請
負

之
場
所
も
御
座
候
得
共
相
構
申
義
無
御
座
候
、
且
又
金
江
津
前
年
請
負
之
義

も
外
村
之
者
御
請
負
仕
候
得
共
此
者
之
義
上
下
之
猟
二
相
構
申
義
無
御
座
候

所
、
飯
嶋
村
前
御
請
負
之
者
相
構
迷
惑
仕
候
事

一
魚
猟
御
請
負
之
儀
ハ
何
村
前
何
方
二
限
り
不
申
国
々
共
二
村
前
限
り
之
御
請

合
二
御
座
候
、
拙
者
共
村
之
義
猟
仕
候
得
而
ハ
登
魚
無
御
座
連
相
構
申
義
、

先
年
6
例
無
御
座
義
被
相
構
迷
惑
仕
候
事
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一
佐
原
・
篠
原
両
村
之
義
ハ
津
之
宮
よ
り
川
上
二
而
有
之
、
尤
飯
嶋
村
前
年
請

　
　
　
負
猟
場
之
義
右
ニ
ケ
村
よ
り
川
上
二
有
之
候
得
共
、
先
右
ニ
ケ
村
江
相
構
不

　
　
　
申
所
ニ
ケ
村
を
差
越
津
宮
江
相
構
申
義
御
心
得
難
被
遊
由
、
但
シ
佐
原
・
篠

　
　
　
原
ニ
ケ
村
之
義
ハ
魚
猟
不
仕
候
哉
と
御
尋
二
御
座
候
、
佐
原
村
之
義
ハ
網
場

　
　
　
名
主
三
郎
右
衛
門
壱
人
二
而
一
ケ
所
之
猟
場
二
御
座
候
所
、
三
郎
右
衛
門
魚

　
　
　
猟
相
嫌
猟
指
而
不
仕
候
、
篠
原
村
之
義
ハ
是
も
猟
場
一
ケ
所
と
相
極
り
申
所

　
　
　
百
姓
弐
三
人
二
而
支
配
仕
候
場
所
二
御
座
候
二
付
、
外
之
網
漁
ハ
仕
候
得
共

　
　
　
地

引
網
之
義
ハ
網
代
金
其
外
引
子
人
足
大
勢
入
申
二
付
地
引
網
引
申
義
不
罷

　
　
　
成
、
外
網
を
以
魚
猟
仕
候
二
付
右
ニ
ケ
村
江
ハ
右
之
年
請
負
之
者
不
相
構
申

　
　
　
候
、
津
之
宮
村
之
義
ハ
村
中
二
而
四
ケ
所
之
猟
場
定
納
御
請
負
之
義
ハ
村
中

　
　
　
二
而
猟
仕
来
り
候
二
付
、
村
中
之
者
地
引
網
を
以
魚
猟
仕
候
故
地
引
網
引
候

　
　
　
得
ハ
川
上
江
登
り
魚
無
御
座
迷
惑
之
儀
二
付
相
構
申
旨
二
御
座
候
、
右
申
上

　
　
　
候
通
り
魚
猟
之
義
ハ
何
方
注
茂
何
村
よ
り
何
村
前
と
申
義
限
り
御
座
候
間
、

　
　
　
御
請
負
之
通
り
津
宮
村
前
漁
猟
二
相
構
不
申
候
様
二
被
仰
付
可
被
下
候
、
津

　
　
　
宮
村
之
義
ハ
絵
図
を
以
申
上
候
通
り
御
田
地
流
作
二
仕
不
残
水
腐
仕
候
年
茂

　
　
　
御
座
候
二
付
、
先
年
よ
り
以
漁
猟
ヲ
渡
世
二
仕
来
り
候
間
川
上
年
請
負
之
者

　
　
　
相
構
不
申
候
様
二
以
御
慈
悲
被
仰
付
可
被
下
候

　
　
右
之
通
り
少
茂
相
違
無
御
座
候
、
右
之
外
何
二
而
も
申
上
候
儀
無
御
座
候
、
以
上

　
　
　
　
正
徳
四

年
午
二
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
下
総
国
香
取
郡
津
之
宮
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名
主
　
藤
右
衛
門
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
縫
殿
助
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
四
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
御
代
官
様

　
右
の

史
料
か
ら
次
の
諸
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
三
か
村
は
入
会
漁
場
を

利
用
す
る
対
価
と
し
て
、
米
一
〇
〇
俵
（
三
五
石
）
と
永
六
二
八
文
（
右
で
は
津
宮

村
分

し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
永
四
六
〇
文
と
な
っ
て
い
る
）
を
上
納
し
た
こ
と

で

あ
る
。
前
者
は
海
役
米
と
呼
ば
れ
、
先
述
し
た
よ
う
に
寛
文
十
三
年
か
ら
上
納
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

始
め
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
網
代
役
永
と
呼
ば
れ
、
別
の
津
宮
村
の
口
書
に
よ
れ

ば

慶
長
年
間
か
ら
上
納
し
て
い
る
と
い
う
の
で
、
青
山
忠
成
へ
の
御
菜
魚
献
上
が
中

止

さ
れ
た
代
わ
り
の
役
永
に
相
当
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
右
の
上
納
に
対
応
し
て
、
三
か
村
に
は
網
場
が
六
か
所
設
定
さ
れ
て
い

た
が
、
佐
原
村
の
分
は
三
郎
右
衛
門
個
人
持
ち
で
操
業
さ
れ
て
お
ら
ず
、
篠
原
村
で

も
地
引
網
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
津
宮
村
の
四
か
所
で
は
地
引
網
が
操
業

さ
れ
、
そ
の
た
め
に
請
負
人
か
ら
津
宮
村
の
み
が
訴
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
津
宮
村
以
外
の
二
か
村
の
漁
業
依
存
度
は
低
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

ま
た
こ
の
争
論
の
争
点
は
地
引
網
の
操
業
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
第
三
に
、
三
か
村
は
、
村
前
で
の
操
業
は
原
則
と
し
て
各
村
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、

村
境
を
越
え
な
い
限
り
操
業
の
差
し
止
め
は
起
こ
り
え
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
河
川
の

流
域
で

は
原
則
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。

　
第
四
に
、
三
か
村
は
、
こ
う
し
た
村
前
で
の
操
業
を
め
ぐ
っ
て
、
上
流
の
村
が
「
登

り
魚
無
御
座
迷
惑
」
、
す
な
わ
ち
川
魚
の
遡
上
を
妨
げ
る
と
の
理
由
で
訴
え
た
例
は

な
い
と
主
張
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
当
該
地
域
の
漁
場
利

用
関
係
を
考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
第
五
に
、
漁
場
が
川
砂
で
埋
ま
り
狭
く
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
川
の
主
流
部
分

で
の

操
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
第
四
の
点
と
も

関
わ
る
が
、
場
広
な
漁
場
が
あ
れ
ば
、
川
魚
の
遡
上
す
る
道
を
塞
ぐ
こ
と
は
な
い
と

も
と
れ
る
主
張
で
あ
る
。

　
以
上

の

よ
う
に
、
こ
の
時
期
三
か
村
で
は
漁
場
が
狭
ま
り
、
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
に

は
漁
業
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
か
村
は
二
種
の
役
米

永

を
上
納
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
ま
た
川
魚
の
遡
上
に
つ
い
て
は
、
重
要

な
争
点
と
な
る
が
、
そ
れ
は
後
述
し
た
い
。

　

こ
う
し
た
津
宮
村
の
主
張
は
支
配
代
官
野
田
次
郎
左
衛
門
の
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
野
田
は
こ
の
口
書
に
沿
っ
た
内
容
の
報
告
書
を
勘
定
所
に
提
出
し
て
、
津
宮
村

か
ら
次
の
証
文
を
提
出
さ
せ
た
。
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後藤雅知［正徳・享保期における下利根川中流域の漁業と村々］

［史
料
2
］

　
　
　
　
　
指
上
申
証
文
之
事

　
　
下
総
国
香
取
郡
津
之
宮
村
新
田
之
義
前
々
6
右
村
前
ノ
川
魚
猟
二
而
村
中
渡
世

　
　
仕
来
候
処
、
川
上
飯
嶋
村
前
年
請
負
人
相
障
り
候
旨
申
二
付
迷
惑
二
奉
存
、
去
辰

　
　
年
御
巡
見
様
江
御
訴
訟
申
上
候
之
処
、
此
度
御
吟
味
御
伺
之
上
、
右
津
宮
村
前
川

　
　
魚
猟
之
儀
前
々
之
通
り
勝
手
次
第
之
網
を
以
魚
猟
仕
候
様
こ
と
被
仰
付
難
有
奉

　
　
畏
候
、
若
此
上
何
方
参
も
相
障
り
申
儀
御
座
候
ハ
・
其
節
急
度
御
注
進
可
申
上

　
　
候
、
且
又
村
前
之
儀
二
御
座
候
注
我
侭
仕
〆
切
あ
ば
木
張
切
相
障
り
申
間
鋪
旨

　
　
被
仰
付
奉
畏
候
、
若
違
背
仕
候
ハ
・
急
度
越
度
可
被
仰
付
候
、
為
其
一
札
伍
如
件

　
　
　
　
正
徳
四
年
午
十
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
津
之
宮
村
新
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主
　
縫
殿
助
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
他
二
名
略
）

　
　
　
　
　
　
　
御
代
官
様

　
右
で

は
津
宮
村
の
主
張
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
、
「
勝
手
次
第
之
網
」
、
す
な
わ
ち

こ
こ
で
は
問
題
と
な
っ
た
地
引
網
の
操
業
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

た
だ
し
村
前
の
漁
場
と
い
っ
て
も
、
川
を
し
め
切
り
、
川
魚
の
遡
上
を
妨
げ
る
漁
法

は

禁
止
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
以
上
か
ら
地
引
網
は
川
魚
の
遡
上
を
妨
げ
る

漁
法
と
は
認
識
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
以
後
こ
う
し
た
代
官
野
田

の

判
断
に
対
し
て
請
負
人
が
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
で
、
争
論
は
本
格
化
し
た
。
一

方
津
宮
村
は
こ
の
＝
時
的
な
勝
利
」
を
記
念
し
て
、
香
取
神
宮
に
地
引
網
漁
を
描

い

た
絵
馬
を
奉
納
し
た
と
い
う
。

　
（
2
）
漁
場
争
論
の
展
開

　
翌
正
徳
五
年
一
月
か
ら
津
宮
村
が
地
引
網
を
再
開
し
た
た
め
、
請
負
人
は
せ
め
て

請
負
の
年
季
が
終
わ
る
六
月
ま
で
地
引
網
を
中
止
し
て
く
れ
な
い
か
と
津
宮
村
に
申

し
入
れ
た
が
、
津
宮
村
が
「
合
点
」
し
な
か
っ
た
た
め
、
支
配
代
官
松
平
九
郎
左
衛

門
に
訴
状
を
提
出
し
た
。
以
後
幕
府
評
定
所
で
の
吟
味
に
持
ち
込
ま
れ
、
八
月
に
裁

許
状
が
出
さ
れ
る
に
至
る
。
ま
ず
は
請
負
人
が
最
初
に
提
出
し
た
訴
状
を
掲
げ
よ
う
。

　
［
史
料
3
］

　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候

松
平
九

郎
左
衛
門
様
御
代
官
所

　
下
総
国
香
取
郡
手
賀
組
新
田

　
　
　
　
魚
猟
請
負
人

　
　
訴
訟
人

　
同
国
同
郡
橋
向
村

　
江
戸
本
小

田
原
町

惣
左
衛
門
印

喜
兵
衛
印

治
兵
衛
印

藤
左
衛
門
印

市
左
衛
門
印

　
　
　
　
　
　

野

田
次
郎
左
衛
門
様
御
代
官
所

　
　
　
　
　
　
　
同
国
同
郡

　
　
　
　
　
　
　
　

相
手
　
　
　
　
　
　
　
　
津
之
宮
村

一
拙
者
共
御
請
負
仕
候
下
総
国
香
取
郡
利
根
川
筋
魚
猟
場
之
義
、
上
ハ
清
久
嶋

小

川
よ
り
下
ハ
海
口
ま
て
之
定
二
而
、
去
ル
辰
年
よ
り
当
未
之
六
月
ま
て
三

ケ
年
之
積
り
御
運
上
金
高
千
四
百
両
内
二
而
御
請
負
被
仰
付
候
分
ン
当
六
月

明
川
二
罷
成
候
、
右
御
運
上
金
之
義
ハ
前
々
6
夏
一
度
春
一
度
両
度
二
上
納

仕
候
、
当
春
も
御
上
納
可
仕
分
ン
弐
百
両
余
御
座
候
、
春
上
納
之
義
ハ
正
月

グ
夏
ま
て
之
内
魚
猟
仕
候
見
込
二
而
問
屋
よ
り
金
子
借
替
例
年
上
納
仕
、
夏

上

納
之
義
者
其
暮
ま
て
之
積
り
二
而
金
子
借
替
上
納
仕
来
り
申
候
、
右
請
負

川
筋
之
内
津
之
宮
村
前
二
而
新
法
之
地
引
網
出
来
仕
候
二
付
諸
魚
通
路
之
川

口
留
り
候
故
、
当
分
拙
者
共
御
請
負
之
魚
猟
場
潰
二
罷
成
候
間
御
運
上
金
借

替
上
納
之
義
指
支
迷
惑
二
奉
存
候
、
然
共
津
之
宮
村
地
引
網
被
仰
付
候
筋
目

二

而
御
座
候
ハ
・
、
拙
者
共
御
請
負
之
年
数
当
六
月
限
二
而
御
座
候
間
夫
ま

て

ハ
先
規
之
通

り
被
仰
付
、
七
月
已
後
よ
り
津
之
宮
村
地
引
網
被
仰
付
被
下

候
様
二
奉
願
候
、
左
候
ハ
・
当
春
御
運
上
御
上
納
金
も
早
速
問
屋
方
参
借
替

御
上
納
可
申
上
候
御
事
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一
拙
者
共
御
請
負
仕
候
利
根
御
運
上
川
之
義
先
規
よ
り
金
弐
千
両
或
ハ
千
五
百

　
　
　
両
内
外
二
而
請
負
被
仰
付
候
、
近
年
川
筋
悪
敷
不
猟
二
御
座
候
二
付
拙
者
共

　
　
　
御
請
負
高
金
千
四
百
両
内
二
而
大
分
損
金
仕
候
、
右
申
上
候
通
り
猟
場
之
定

　
　
　
ハ
清
久
嶋
村
小
川
6
海
口
ま
て
之
内
、
御
領
私
領
村
々
前
川
之
分
ン
不
残
御

　
　
　
運
上
場
二
御
立
被
遊
請
負
被
仰
付
候
二
付
其
村
々
之
自
由
ニ
ハ
不
罷
成
候
、

　
　
　
先
年
も
津
之
宮
村
二
而
地
引
網
御
訴
訟
申
上
候
得
共
細
田
伊
左
衛
門
様
御
代

　
　
　
官
所
之
節
御
吟
味
被
遊
不
被
仰
付
候
、
此
度
御
運
上
米
差
上
候
川
通
り
故
猟

　
　
　
場
之

御
願
申
上
候
由
奉
承
知
候
、
右
津
之
宮
村
御
運
上
米
之
義
者
入
江
役
米

　
　
　
二
而
利
根
川
之
御
運
上
二
而
ハ
無
御
座
候
、
拙
者
共
御
請
負
仕
候
ハ
利
根
川

　
　
　
通

り
魚
猟
御
運
上
川
二
而
御
座
候
、
津
之
宮
村
御
運
上
米
之
義
利
根
川
之
入

　
　
　
江

大
分
之
義
二
而
新
須
干
揚
り
御
田
地
年
々
出
来
致
候
二
付
、
無
年
貢
地
二

　
　
　
而
ハ
外
6
注
進
申
上
候
二
付
、
其
た
め
御
運
上
役
米
前
々
6
差
上
置
新
須
干

　
　
　
揚
支
配
仕
候
、
然
ハ
魚
猟
之
運
上
と
申
筋
二
而
ハ
無
御
座
様
二
奉
存
候
、
則

　
　
　
絵
図
所
持
仕
候
間
御
尋
之
上
口
上
二
可
申
上
候
、
津
之
宮
村
入
江
御
運
上
米

　
　
　
差
上
候
場
所
之
内
二
前
川
と
申
所
も
有
之
候
へ
共
利
根
川
ミ
よ
筋
二
而
ハ
無

　
　
　
御
座
候
、
只
今
猟
場
二
罷
成
候
所
と
は
各
別
隔
り
申
候
、
入
江
之
内
二
而
猟

　
　
　
仕
候
義
ハ
拙
者
共
構
無
御
座
候
、
利
根
川
通
り
諸
魚
通
路
之
場
所
〆
切
候
得

　
　
　
而
ハ
私
共
請
負
之
御
運
上
川
筋
難
立
迷
惑
奉
存
候
、
被
為
聞
召
分
先
規
之
通

　
　
　
り
被
仰
付
被
下
候
ハ
・
難
有
可
奉
存
候
、
以
上

　
　
　
　
　
正
徳
五
年
未
正
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
差
出
人
1
1
訴
訟
側
略
）

　
　
　
　
　
　
御
奉
行
所
様

　
右
で
請
負
人
は
、
三
か
年
一
四
〇
〇
両
で
漁
場
を
請
け
負
っ
た
年
季
が
六
月
ま
で

な
の
で
、
せ
め
て
津
宮
村
の
地
引
網
を
六
月
い
っ
ぱ
い
は
中
止
さ
せ
て
欲
し
い
と
願

い

出
て
い
る
。
な
お
こ
の
運
上
金
額
も
旧
来
は
二
〇
〇
〇
両
や
一
五
〇
〇
両
で
あ
っ

た
も
の
が
、
不
漁
の
影
響
に
よ
り
下
が
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
て
こ
の

史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
諸
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
請
負
人
は
直
接
に
は
周
辺

村
落
の
百
姓
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
運
上
金
を
工
面
す
る
江
戸
魚
問
屋
が
存
在

し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
右
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
本
小
田
原
町
の
藤
左
衛

門
は
、
他
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
江
戸
日
本
橋
本
小
田
原
町
組
魚
問
屋
鯉
屋
藤
左
衛
門

で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
下
利
根
川
流
域
の
漁
獲
物
は
日
本
橋

の

魚
問
屋
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
第
二
に
、
請
負
人
が
請
け
負
っ
た
漁
場
の
範
囲
は
、
清
久
嶋
村
か
ら
下
流
の
「
海

口
」
ま
で
全
体
で
あ
り
、
幕
領
・
私
領
に
関
わ
り
な
く
村
々
の
前
川
を
す
べ
て
含
ん

で

い

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
漁
場
は
流
域
村
々
の
自
由
に
は
な
ら
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
原
淳
二
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
運
上
川
」
の
設
定
に
よ
り
前
川

を
奪
わ
れ
た
村
々
が
下
利
根
川
中
流
域
に
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
後
の

争
点
の
一
つ
は
、
こ
の
「
海
口
」
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
第
三
に
、
津
宮
村
の
地
引
網
は
「
新
法
」
で
あ
る
こ
と
。
津
宮
村
は
旧
来
か
ら
地

引
網
を
操
業
し
た
と
主
張
し
た
が
、
請
負
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
新
た
な
操
業
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
右
の
地
引
網
の
問
題
点
は
、
「
諸
魚
通
路
之
川
口
」
を
留
め
る
こ
と
に

あ
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
津
宮
村
よ
り
上
流
の
「
運
上
川
」
を
請
け
負
っ
た
立
場
か

ら
は
、
川
魚
が
遡
上
す
る
道
を
塞
ぐ
行
為
は
認
め
ら
れ
ず
、
地
引
網
は
こ
れ
に
相
当

す
る
と
判
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
五
に
、
請
負
人
は
、
仮
に
津
宮
村
に
独
自
の
漁
場
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ

れ

は
「
利
根
川
濡
筋
」
で
は
な
く
、
津
宮
村
の
入
江
に
限
定
さ
れ
る
と
主
張
し
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
請
負
人
は
津
宮
村
が
上
納
す
る
役
米
永
は

魚
猟
運
上
で
は
な
く
、
入
江
運
上
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
よ
う
す
る
に
津
宮
村
が

上

納
す
る
役
米
永
に
対
す
る
認
識
も
、
津
宮
村
と
請
負
人
と
で
は
大
き
く
異
な
っ
た

の

で
あ
る
。

　
史
料
1
と
史
料
3
と
を
比
較
し
て
改
め
て
整
理
し
て
お
け
ば
、
こ
の
争
論
の
発
端

が
津
宮
村
に
よ
る
地
引
網
操
業
の
再
開
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
史
料

2
に
よ
っ
て
そ
の
操
業
が
正
当
化
さ
れ
た
津
宮
村
の
地
引
網
は
、
上
流
の
「
運
上
川
」

を
請
け
負
う
も
の
た
ち
に
と
っ
て
は
、
「
運
上
川
」
の
存
立
そ
の
も
の
を
脅
か
す
存
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在

と
な
り
、
双
方
は
訴
訟
の
場
で
全
面
的
に
対
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
く
に
右

で

は
、
①
「
運
上
川
」
の
範
囲
は
「
海
口
」
ま
で
で
あ
る
こ
と
、
②
「
運
上
川
」
に
通

じ
る
川
魚
の
遡
上
路
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
③
津
宮
村
が
上
納
す
る
役
米

永

は
魚
猟
運
上
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
津
宮
村
は
次

の

よ
う
に
反
論
し
た
。

　
［
史
料
4
］

　
　
　
　
　
差
上
申
一
札
之
事

　
　
（
一
条
略
）

　
　
一
津
宮
村
二
而
魚
猟
仕
候
場
所
之
義
ハ
請
負
人
願
出
候
通
り
川
筋
二
御
座
候
哉
、

　
　
　
又
ハ
入
海
之
内
二
御
座
候
哉
と
御
尋
二
御
座
候
、
津
宮
村
前
之
義
ハ
先
年
β

　
　
　
川
筋
と
申
義
ハ
無
御
座
候
、
津
之
宮
村
内
二
根
本
川
と
申
小
川
有
之
、
利
根

　
　
　
川
迄
ハ
佐
原
新
堀
川
二
而
御
座
候
、
根
本
川
6
下
ハ
不
残
入
海
二
而
境
相
立

　
　
　
候
御
証
文
所
持
仕
津
宮
村
之
義
ハ
海
ロ
ニ
而
御
座
候
、
依
之
入
海
之
義
ハ
先

　
　

年
参
海
役
米
上
納
仕
外
グ
相
構
申
場
所
二
無
御
座
候
、
尤
佐
原
新
堀
川
よ
り

　
　

落
水
請
候
得
共
津
之
宮
村
前
よ
り
入
海
二
而
川
筋
と
申
義
ハ
無
御
座
候
、
津

　
　

之

宮
村
之
義
ハ
先
年
田
方
拾
九
町
迄
二
而
百
姓
渡
世
不
罷
成
、
入
海
二
而
以

　
　

魚
猟
を
渡
世
二
仕
候
二
付
海
役
米
指
上
ケ
申
候
、
然
ル
所
二
元
禄
年
中
こ
も

　
　

新
堀
割
川
年
請
負
藤
堂
和
泉
守
様
御
知
行
所
石
納
村
源
兵
衛
と
申
者
津
之
宮

　
　

村
前
入
海
魚
猟
二
相
障
り
　
御
公
儀
様
江
御
訴
訟
申
上
候
処
二
、
津
之
宮
村

　
　

之
義
ハ
川
之
内
魚
猟
不
仕
村
前
入
海
二
而
魚
猟
仕
候
故
源
兵
衛
申
分
ン
相
立

　
　

不
申
御
過
怠
被
仰
付
候
、
此
度
相
障
り
申
候
利
根
川
通
り
魚
猟
御
請
負
之
者

　
　

之
義
、
津
之
宮
村
之
内
海
口
と
申
義
乍
存
相
障
り
申
義
乍
恐
難
心
得
奉
存
候
、

　
　

畢
寛
御
運
上
金
相
滞
り
可
申
巧
と
奉
存
候
、
拙
者
共
之
義
ハ
川
之
内
二
而
全

　
　

ク
魚
猟
不
仕
候
、
若
偽
り
申
上
津
之
宮
村
前
よ
り
上
江
上
り
川
筋
之
内
二
而

　
　

魚
猟
仕
候
義
御
座
候
ハ
・
何
様
之
越
度
こ
も
可
被
仰
付
候

　
　
一
此
度
津
之
宮
村
前
入
海
之
義
猟
場
二
而
ハ
無
御
座
田
畑
開
発
之
た
め
定
納
米

　
　

指
上
候
由
請
負
之
者
申
上
候
段
相
違
御
座
候
、
畢
寛
御
運
上
金
相
滞
り
可
申

　
　
　

方
便
二
申
上
候
義
と
奉
存
候
、
入
海
御
役
米
古
来
定
納
二
差
上
候
義
海
之
儀

　
　
　

田
地
二
成
り
可
申
哉
、
又
者
何
程
之
大
海
二
成
可
申
候
哉
末
々
之
義
曾
而
不

　
　
　
存
義
二
御
座
候
へ
共
、
魚
猟
を
以
渡
世
仕
候
故
右
之
海
役
米
定
納
二
差
上
中

　
　
　
義
二
御
座
候
、
然
共
入
海
之
義
段
々
土
砂
押
込
地
高
二
成
候
処
御
田
地
開
発

　
　
　

仕
候
義
二
御
座
候
、
然
二
附
請
負
之
者
共
以
勝
手
申
上
迷
惑
仕
候
、
津
之
宮

　
　
　
村
之
義
ハ
古
来
よ
り
海
附
之
村
二
而
魚
猟
仕
来
り
候
二
紛
無
御
座
候

　
　
一
年
請
負
之
者
利
根
川
通
り
海
口
ま
て
御
請
負
之
由
申
上
候
、
何
れ
之
所
を
限

　
　
　
り
海
口
と
申
候
哉
海
口
之
御
吟
味
奉
願
候
、
拙
者
共
入
海
江
之
落
水
仕
候
川

　
　
　

瀬
之
義
ハ
佐
原
新
堀
川
と
申
枝
川
二
而
利
根
川
二
而
ハ
無
御
座
候
処
、
此
度

　
　
　
私
之
絵
図
仕
立
利
根
川
ハ
幅
せ
ま
く
佐
原
枝
川
を
大
河
二
認
利
根
川
と
書
付

　
　
　
候
義
相
違
二
御
座
候
、
利
根
川
之
義
者
先
年
立
合
絵
図
御
裏
書
之
御
証
文
所

　
　
　
持
仕
候
問
御
引
合
せ
御
吟
味
奉
願
候
（
中
略
）

　
　
　
　
正
徳
五
年
未
正
月
　
　
下
総
国
香
取
郡
津
之
宮
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
右
衛
門
印
（
他
二
名
略
）

　
　
　
　
　
御
代
官
様

　
右
で

は
、
ま
ず
津
宮
村
前
を
流
れ
る
根
本
川
は
、
利
根
川
か
ら
分
岐
し
佐
原
村
の

前
を
流
れ
る
新
堀
川
の
末
に
位
置
し
て
お
り
、
「
海
口
」
に
相
当
す
る
こ
と
、
し
た

が
っ

て

津
宮
村
前
漁
場
は
利
根
川
1
1
「
運
上
川
」
に
含
ま
れ
ず
、
入
海
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が

強
調
さ
れ
て
い
る
。
七
月
十
九
日
の
津
宮
村
口
書
に
よ
れ
ば
、
根
本
川
は
津
宮
村

内
に
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
、
津
宮
村
は
自
村
前
よ
り
下
流
域
を
入
海
と
す
る
こ
と
で
、

「
海
口
」
を
自
村
前
に
設
定
し
、
村
前
漁
場
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
な
お
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
津
宮
村
よ
り
上
流
に
位
置
す
る
佐
原
・

篠

原
二
か
村
は
そ
の
前
川
漁
場
が
「
運
上
川
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
村
前
で

の
地

引
網
操
業
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
こ
の
二
か
村
は
、
訴

訟
の

結
果
、
津
宮
村
前
海
漁
場
で
の
入
会
漁
業
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
入

海
境
1
1
「
海
口
」
は
、
こ
の
場
所
が
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
の
裁
許
状
に
記

さ
れ
た
丁
子
村
と
津
宮
村
と
の
漁
場
境
で
あ
っ
た
た
め
に
、
正
徳
五
年
八
月
の
裁
許
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で

も
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
津
宮
村
漁
場
は
「
運
上
川
」
か
ら
隔
離
さ
れ
る
こ
と
が

確
定
し
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
請
負
人
の
主
張
①
に
対
し
て
は
、
村
前
が
入
海
で
あ

る
こ
と
を
根
拠
に
、
津
宮
村
前
が
「
海
口
」
で
あ
る
と
反
論
し
、
津
宮
村
は
自
己
の

漁
場
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。

　
次

に
請
負
人
の
主
張
②
に
対
し
て
は
、
佐
原
村
新
堀
川
か
ら
流
れ
る
津
宮
村
前
の

川
は
枝
川
で
あ
り
、
利
根
川
本
流
で
は
な
い
と
反
論
す
る
。
と
く
に
請
負
人
側
が
作

成
し
た
絵
図
に
、
利
根
川
本
流
が
狭
く
書
か
れ
、
佐
原
前
の
枝
川
が
広
く
書
か
れ
て

い

る
と
反
発
し
て
い
る
。
津
宮
村
が
主
張
す
る
利
根
川
本
流
と
は
、
西
代
村
か
ら
板

久
村
へ
と
北
流
す
る
川
筋
の
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
本
来
の
利
根
川
本
流
で
あ
っ
た
。

津
宮
村
側
も
自
ら
の
主
張
を
証
明
す
る
絵
図
を
提
出
し
た
が
、
請
負
人
側
は
、
そ
の

絵
図
の
記
載
内
容
が
三
八
年
前
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
と
は
「
川
瀬
悉
違
申
候
二
付

古
絵
図
を
以
御
吟
味
被
遊
候
而
ハ
迷
惑
」
で
あ
る
と
し
、
自
分
た
ち
が
差
し
出
し
た

絵
図
の
よ
う
に
、
利
根
川
の
流
路
の
変
化
に
伴
い
「
近
年
ハ
津
之
宮
村
前
へ
流
候
利

根
川
之
枝
川
本
利
根
二
罷
成
、
利
根
川
之
水
七
合
程
流
申
候
、
古
絵
図
之
面
北
へ
流

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

候
利
根
川
ハ
近
年
三
合
程
流
申
候
」
と
主
張
す
る
。
要
す
る
に
現
在
は
、
津
宮
村
の

主
張
と
は
異
な
り
、
利
根
川
の
主
要
な
流
路
は
新
堀
川
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

津
宮
村
側
は
請
負
人
の
主
張
②
に
対
し
て
、
本
流
か
ら
の
川
魚
の
遡
上
が
確
保
さ
れ

れ

ば
、
枝
川
で
あ
る
津
宮
村
の
前
川
1
1
新
堀
川
か
ら
の
川
魚
遡
上
は
必
要
な
い
と
反

論
し
た
が
、
請
負
人
は
水
量
か
ら
判
断
し
て
む
し
ろ
本
流
は
新
堀
川
で
あ
る
と
反
発

し
た
の
で
あ
る
。
続
け
て
請
負
人
側
は
次
の
よ
う
に
も
主
張
し
た
。

　
［
史
料
5
］

　
　
一
津
之
宮
村
6
差
上
候
古
絵
図
之
表
北
へ
流
候
利
根
川
之
登
り
魚
計
取
候
拙
者

　
　
　
共
請
負
二
而
ハ
全
無
御
座
候
、
右
北
へ
流
候
利
根
川
海
口
続
大
嶋
・
三
嶋
・

　
　
　
境
嶋
・
西
代
四
ケ
村
之
前
川
井
枝
川
・
新
堀
割
川
・
十
三
前
川
右
数
ケ
所
之

　
　
　
網
引
場
有
之
候
へ
共
、
壱
ケ
年
二
漸
御
運
上
金
拾
両
余
差
上
村
々
請
負
二
被

　
　
　

仰
付
候
、
拙
者
共
ハ
此
川
上
続
之
魚
猟
場
御
請
負
仕
候
処
壱
ケ
年
二
四
百
両

　
　
　
余
宛
御
運
上
金
差
上
申
候
、
津
之
宮
村
之
申
通
り
二
御
座
候
ハ
・
川
下
右
之

　
　
　
村
々
ノ
御
運
上
金
多
ク
、
拙
者
共
御
運
上
金
ハ
減
申
候
筈
二
御
座
候
へ
共
津

　
　
　
之

宮
村
前
川
6
登
候
魚
取
候
請
負
故
御
運
上
大
分
増
申
候

　
す
な
わ
ち
請
負
人
が
請
け
負
っ
た
「
運
上
川
」
で
漁
獲
さ
れ
る
川
魚
は
、
津
宮
村

側

が
主

張
す
る
利
根
川
本
流
で
あ
る
西
代
～
板
久
村
の
ル
ー
ト
を
遡
上
す
る
魚
だ
け

で

は
な
く
、
津
宮
村
前
を
遡
上
す
る
魚
も
含
ん
で
い
る
と
主
張
し
、
そ
の
論
拠
と
し

て
、
西
代
～
板
久
村
ル
ー
ト
に
属
す
る
「
運
上
川
」
の
下
流
域
で
は
運
上
金
額
が
上

流

よ
り
低
い
こ
と
を
挙
げ
た
。
請
負
人
た
ち
の
「
運
上
川
」
は
利
根
川
本
流
と
新
堀

川
と
が
分
流
す
る
地
点
よ
り
上
流
に
位
置
し
、
両
河
川
を
遡
上
す
る
川
魚
を
漁
獲
で

き
る
こ
と
か
ら
運
上
金
が
高
額
と
な
る
の
だ
と
い
う
。
ま
た
請
負
人
た
ち
は
「
津
宮

村
前
川
よ
り
登
候
魚
取
申
候
積
り
以
入
札
」
し
て
き
た
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
仮
に

津
宮
村
側
の
主
張
通
り
新
堀
川
が
枝
川
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
運
上
川
」
に
と
っ

て

は
川
魚
の
遡
上
ル
ー
ト
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
と
し
て
、
津
宮
村
側
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

張

を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
「
下
り
魚
之
義
ハ
少
シ
計
之
御
事
」
と
あ
り
、
下

流
へ
と
下
る
川
魚
は
ほ
と
ん
ど
漁
獲
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
請
負
人
側
の
こ
の
主
張
の
延
長
上
に
は
、
津
宮
村
前
で
の
地
引
網
が
そ
う
し
た
川

魚
の
遡
上
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
内
容
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
さ
き
ほ
ど
ふ
れ

た
よ
う
に
、
地
引
網
操
業
の
可
否
は
史
料
2
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
と
判
断
さ
れ
た

た
め
、
争
点
の
後
景
に
退
き
、
八
月
の
裁
許
で
津
宮
村
前
は
入
海
と
な
り
、
川
魚
の

遡
上
ル

ー
ト
の
一
つ
と
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
請
負
人
の
主
張
②
に
つ
い
て
は

こ
れ
以
上
深
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
さ
て
史
料
4
に
戻
る
と
、
請
負
人
の
主
張
③
を
め
ぐ
っ
て
、
津
宮
村
は
漁
猟
渡
世

の
対
価

と
し
て
海
役
米
を
上
納
し
た
こ
と
、
津
宮
村
は
利
根
川
筋
に
属
し
て
川
漁
を

行
う
村
で
は
な
く
、
入
海
に
面
し
た
海
付
村
落
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
が
わ

か

る
。
ま
た
入
海
が
田
畑
と
し
て
開
発
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
海
役
米
上
納
に
あ
た
っ

て

は
考
慮
さ
れ
ず
、
海
役
米
は
純
粋
に
入
海
で
の
漁
業
に
賦
課
さ
れ
た
も
の
だ
と
主

張
し
た
。
こ
う
し
て
請
負
人
の
反
論
に
対
抗
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
海
役
米
と

は

寛
文
十
三
か
ら
三
か
村
が
上
納
し
た
米
一
〇
〇
俵
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、
こ
れ
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が
漁
業
に
対
応
し
た
年
貢
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
、
次
の
享
保
期
の
主
張
と

は
異
な
っ
て
お
り
注
目
さ
れ
る
。

　
以

上
、
正
徳
期
争
論
の
争
点
を
、
請
負
人
と
津
宮
村
の
主
張
を
取
り
上
げ
検
討
し

た
。
こ
の
争
論
は
右
で
も
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
正
徳
五
年
八
月
に
、
幕
府
の
裁
許

が
だ

さ
れ
る
こ
と
で
終
結
し
た
。
そ
の
内
容
は
延
宝
六
年
の
裁
許
絵
図
の
内
容
に
則

り
、
根
本
川
を
「
海
口
」
と
す
る
先
例
遵
守
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
結
果
基
本
的

に
は
津
宮
村
の
主
張
が
通
り
、
津
宮
村
前
海
は
利
根
川
通
り
の
「
運
上
川
」
か
ら
分

離

さ
れ
た
独
立
の
漁
場
と
な
っ
た
。
上
流
の
村
（
請
負
人
）
か
ら
川
魚
の
遡
上
路
を

確
保
す
べ
く
起
こ
さ
れ
た
訴
訟
は
、
史
料
1
に
あ
っ
た
よ
う
に
下
利
根
川
流
域
で
は

初
め
て
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
主
張
は
幕
府
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

津
宮
村
が
主
張

し
た
村
前
の
漁
場
は
村
が
独
占
的
に
利
用
で
き
る
と
い
う
論
理
が
、

形
式
的
に
は
入
海
で
あ
る
が
事
実
上
は
川
で
あ
っ
た
部
分
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
地
引
網
漁
が
川
魚
の
遡
上
を
妨
げ
る
漁
業
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

そ
の
吟
味
は
曖
昧
な
ま
ま
、
実
態
と
し
て
は
、
史
料
2
を
前
提
に
、
川
魚
の
遡
上
に

は
影
響
し
な
い
漁
業
と
し
て
以
後
操
業
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

②
享
保
期
の
佐
原
・
篠
原
・
津
宮
三
か
村
の
動
向

　
（
1
）
御
菜
肴
上
納
再
開
の
忌
避

　
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
四
月
七
日
に
、
野
田
次
郎
左
衛
門
の
回
状
に
よ
っ
て
江

戸
の

野

田
役
所
に
出
頭
し
た
三
か
村
の
村
役
人
は
、
野
田
の
手
代
衆
か
ら
「
此
度
御

勘
定
所
6
被
仰
出
候
ハ
、
猟
役
上
納
之
村
方
へ
御
菜
御
肴
何
二
よ
ら
す
差
上
可
申
候
、

其
替
り
二
右
之
猟
役
御
免
被
下
候
間
其
村
々
何
二
而
も
と
れ
候
肴
差
上
候
様
二
吟
味

可
仕
旨
被
仰
付
候
間
、
御
肴
差
上
候
様
こ
と
被
仰
渡
」
た
の
で
、
こ
れ
を
拒
否
し
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

た
ん
国
元
へ
と
帰
っ
た
。
そ
の
後
再
度
出
府
し
、
不
漁
を
理
由
に
、
わ
ず
か
ば
か
り

の
鮭
の

現
物
上
納
に
し
か
応
じ
ら
れ
な
い
と
返
答
。
さ
ら
に
三
か
村
は
、
①
「
近
年

利
根

川
通
り
年
請
負
之
者
と
出
入
之
節
（
1
章
で
検
討
し
た
正
徳
期
争
論
）
根
本
川

限
り
と
罷
成
」
、
漁
場
範
囲
が
狭
く
な
っ
た
こ
と
、
②
「
水
下
（
1
1
下
流
）
大
倉
村
二

而
御
願
申
上
当
年
（
享
保
二
年
）
参
魚
猟
仕
候
様
二
承
知
仕
候
、
川
下
二
而
猟
仕
候

而
ハ
弥
以
取
れ
不
申
」
と
の
理
由
か
ら
、
漁
業
の
安
定
的
な
継
続
が
困
難
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
を
述
べ
て
、
御
菜
肴
の
定
期
的
上
納
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
正
徳

期
争
論
は
、
三
か
村
に
と
っ
て
、
津
宮
村
前
の
漁
場
を
確
保
し
た
と
い
う
点
で
は
勝

利
の
よ
う
に
見
え
た
が
、
漁
場
範
囲
は
狭
ま
り
、
「
拙
者
共
ま
け
候
」
と
認
識
し
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
手
代
衆
は
、
海
役
米
と
網
代
役
永
と
を
上
納
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、

御
菜
肴
の
上
納
を
強
要
し
た
た
め
、
三
か
村
は
上
納
の
対
象
と
さ
れ
た
鮭
・
鱒
・

鯉
・
サ
イ
マ
ル
タ
の
寸
尺
や
金
額
な
ど
を
申
告
さ
せ
ら
れ
た
が
、
以
後
も
さ
ま
ざ
ま

な
書
付
を
提
出
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
よ
う
と
し
た
。
結
局
こ
の
一
件
は
、
伊
能
景
利

に
よ
れ
ば
、
「
其
後
何
れ
之
道
こ
も
御
沙
汰
な
し
こ
罷
成
」
、
「
当
分
御
沙
汰
相
止
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

候
」
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
御
菜
肴
の
上
納
は
命
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ

て

こ
の
吟
味
に
お
い
て
三
か
村
は
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
の
か
、
三
か
村
の
村
役

人
が
差

し
出
し
た
史
料
を
一
点
掲
げ
て
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
（
1
6
）

　
［
史
料
6
］

　
　
　
　
　
覚

　
　
一
津
之
宮
・
篠
原
・
佐
原
右
三
か
村
よ
り
定
納
仕
候
網
代
役
永
井
海
役
米
之
所
、

　
　
　
此
度
御
菜
御
肴
相
応
二
差
上
候
様
こ
と
御
吟
味
之
趣
奉
承
知
候

　
　
一
三
ケ
村
魚
猟
場
之
儀
往
古
よ
り
網
代
役
永
六
百
弐
拾
八
文
定
納
仕
、
佐
原
新

　
　
　
堀
川
口
よ
り
大
倉
村
海
境
迄
長
三
千
間
余
之
内
二
而
場
所
六
ケ
所
相
立
魚
猟

　
　
　
仕
候
処
、
近
年
利
根
川
通
年
請
負
之
者
と
出
入
之
節
根
本
川
限
り
と
罷
成
候

　
　
　
二
付
、
右
根
本
川
グ
大
倉
境
迄
五
六
百
間
程
御
座
候
場
所
之
内
網
引
場
瀬
成

　
　
　
悪
敷
候
而
、
漸
五
⊥
ハ
拾
間
程
之
所
網
引
場
二
罷
成
候
故
六
張
之
網
一
度
二
猟

　
　
　
仕
か
た
く
、
番
々
を
立
替
り
々
々
二
魚
猟
仕
候
故
存
ル
侭
二
魚
猟
難
成
御
座

　
　
　
候
、
此
上
右
網
引
場
又
々
瀬
成
悪
敷
罷
成
候
得
者
事
こ
よ
り
魚
猟
難
成
事
も

169



国立歴史民俗博物館研究報告

　第115集2004年2月

　
　
　
難
計
候
故
、
永
々
之
御
菜
御
請
仕
候
儀
如
何
二
奉
存
候
得
共
御
用
之
御
儀
二

　
　
　
御
座
候
間
相
応
二
御
菜
差
上
可
申
候

　
　
一
入
海
運
上
米
三
拾
五
石
宛
定
納
仕
候
訳
ハ
魚
猟
計
之
運
上
二
而
無
御
座
候
、

　
　
　
海
之
儀
四
方
之
境
二
村
数
拾
ケ
村
入
組
申
所
二
而
隣
郷
参
諸
色
共
二
手
入
仕

　
　
　
度
望
御
座
候
ゆ
へ
、
当
四
拾
年
余
以
前
御
注
進
申
上
御
米
三
拾
五
石
宛
年
々

　
　
　
御
上
納
仕
他
所
グ
手
入
不
罷
成
様
二
仕
置
候
、
然
処
二
延
宝
六
年
午
ノ
年
二

　
　
　
丁
子
村
6
海
江
可
入
之
旨
申
二
付
出
入
と
罷
成
候
得
共
右
之
訳
故
三
ケ
村
理

　
　
　
運
二
罷
成
、
弥
向
後
三
ケ
村
可
為
支
配
他
所
グ
海
江
一
切
不
可
入
旨
御
裏
書

　
　
　
絵
図
被
下
置
候
、
依
之
右
之
海
二
而
も
草
を
取
三
ケ
村
御
料
私
領
惣
高
五
千

　
　
　
石
余
之
御
田
地
こ
や
し
こ
仕
候
、
其
上
山
林
野
原
無
之
村
方
二
而
候
故
右
之

　
　
　
海
江
蒲
仕
立
薪
二
仕
候
、
且
又
海
江
ご
み
砂
押
込
候
得
者
開
発
仕
御
改
之
上

　
　
　
御
見
取
御
年
貢
米
差
上
、
い
つ
れ
に
よ
ら
す
諸
色
支
配
仕
候
た
め
二
御
米
三

　
　
　
拾
五
石
定
納
仕
候
、
別
而
魚
猟
計
二
片
付
候
海
役
米
と
申
訳
二
而
ハ
無
御
座

　
　
　
候
、
前
二
書
記
申
候
網
代
永
六
百
弐
拾
八
文
定
納
之
猟
場
も
三
拾
五
石
差
上

　
　
　
候
入
海
之

内
二
而
御
座
候
間
、
網
代
永
之
分
計
御
菜
差
上
申
度
旨
御
願
申
上

　
　
　
候
処
二
、
海
役
と
有
之
上
ハ
相
応
二
御
菜
差
上
候
様
こ
と
再
応
御
吟
味
二
御

　
　
　
座
候
得
共
、
右
申
上
候
通
海
境
二
他
村
入
組
候
得
者
如
何
様
之
出
入
出
来
可

　
　
　
仕
茂
無
心
許
奉
存
、
殊
諸
色
御
請
合
之
海
二
而
候
故
御
米
之
儀
ハ
前
々
之
通

　
　
　
三
拾
五
石
宛
定
納
仕
候
様
被
成
置
可
被
下
候
、
然
共
海
役
と
御
吟
味
被
遊
候

　
　
　
間
何
れ
と
も
御
菜
御
肴
鮭
拾
本
宛
差
上
可
申
候
間
、
網
代
永
六
百
弐
拾
八
文

　
　
　
ハ
御
免
被
遊
被
下
候
様
二
奉
願
候

　
　
　
　
享
保
二
年
酉
五
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
差
出
人
六
名
略
）

　
　
　
　
　
野
田
次
郎
左
衛
門
様
御
役
所

　
右
の

史
料
か
ら
は
、
正
徳
期
争
論
の
結
果
、
三
か
村
は
六
つ
の
網
（
四
網
は
津
宮

村
、
篠
原
・
佐
原
村
が
一
網
ず
つ
）
を
二
組
に
わ
け
、
組
単
位
で
津
宮
村
前
の
二
か

所
の
網
代
を
隔
年
で
利
用
す
る
体
制
を
構
築
し
た
が
、
そ
れ
で
も
漁
場
が
狭
い
た
め
、

永
続
的
な
御
菜
肴
上
納
を
請
け
負
う
こ
と
を
忌
避
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
と
く

に
右
で
は
海
役
米
と
網
代
役
永
に
対
す
る
三
か
村
の
認
識
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
明
さ

れ
て

い

る
の
で
、
こ
れ
を
み
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
海
役
米
で
あ
る
が
、
正
徳
期
争
論
の
史
料
4
で
み
た
、
入
海
で
の
「
漁
業
」

に
対
す
る
賦
課
と
す
る
三
か
村
の
認
識
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
海
役
米
の
上
納
分
ま
で
御
菜
肴
上
納
に
振
り
替
え
よ
う
と
す
る
代

官
側
の
意
向
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
海
役
米
が
漁
業
の
み
に
対
す
る

賦
課
で

は
な
い
こ
と
、
い
わ
ば
漁
場
の
範
囲
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主
張

さ
れ
る
。
海
役
米
は
他
村
と
の
漁
場
争
論
に
勝
利
す
る
に
は
不
可
欠
の
上
納
物
で
あ

り
、
三
か
村
は
そ
の
上
納
継
続
を
死
守
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
当
然
そ
の
漁
場
範
囲

内
で
は
、
肥
料
用
の
藻
草
や
蒲
な
ど
を
採
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
干
潟

や
洲

を
田
畑
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
寛

文
十
三
年
に
領
主
に
認
め
さ
せ
た
内
容
と
同
一
で
あ
り
、
海
役
米
の
本
来
の
設
定
趣

旨
に
添
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
佐
原
・
篠
原
村
の
よ
う
に
漁
業
へ
の
依
存
度
が
低
い
村

で

は
、
右
の
よ
う
に
肥
料
採
取
・
田
畑
開
発
と
し
て
の
河
川
利
用
こ
そ
が
む
し
ろ
重

要
で

あ
り
、
御
菜
肴
上
納
へ
の
切
替
は
と
う
て
い
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
海
役
米
が
漁
場
範
囲
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
位
置
づ
け
は
、
海
役
米
と
網

代
役
永
と
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
網
代
役
永
は
他
の

史
料
で
は
「
網
場
六
ケ
所
御
役
永
」
と
も
記
さ
れ
、
海
役
永
が
保
証
す
る
津
宮
村
前

海
漁
場
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
網
代
を
利
用
す
る
対
価
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
網
代
役
永
は
前
海
漁
場
の
一
部
を
利
用
す
る
対
価
と
し
て
上
納
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
漁
業
そ
の
も
の
へ
の
賦
課
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
本
来

網
代
役
永

は
青
山
忠
成
へ
の
御
菜
鮭
献
上
が
中
止
さ
れ
た
代
わ
り
に
、
漁
場
利
用
を

継
続
す
る
対
価
と
し
て
上
納
し
た
運
上
で
あ
り
、
海
役
米
よ
り
も
上
納
開
始
の
時
期

は
古
く
、
三
か
村
の
漁
場
利
用
を
保
証
す
る
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
正
徳
期
争

論

に
よ
っ
て
網
代
場
が
固
定
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
網
代
場
利
用
の
対
価
へ

と
格
下
げ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
か
村
は
こ
の
網
代
役
永
を
免
除
し
て
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く
れ
る
な
ら
、
そ
の
分
、
御
菜
肴
を
上
納
す
る
こ
と
を
承
諾
し
よ
う
と
代
官
に
歩
み

寄
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
漁
業
や
肥
料
採
取
、
田
畑
の
開
発
な
ど
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
〈
海

域
利
用
〉
と
で
も
呼
べ
る
利
用
形
態
を
保
証
す
る
も
の
が
海
役
米
上
納
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
特
定
の
網
代
場
利
用
の
対
価
が
網
代
役
永
上
納
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
網
代
役
永
と
海
役
米
と
の
位
置
づ
け
が
逆
転
し
、
海
役
米
を
三

か
村
が
重
視
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
海
役
米
へ
の
認
識
は
、
こ
の
時
の
歎

願
が
御
菜
肴
上
納
の
回
避
を
目
的
と
し
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
延
宝
・
正
徳

期
の
隣
村
と
の
漁
場
範
囲
確
定
に
海
役
米
が
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
三
か
村
が

十
分
認
識
し
た
こ
と
の
結
果
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
（
2
）
下
流
域
で
の
新
規
漁
業
開
始
と
三
か
村

　
享
保
七
（
一
七
二
二
）
年
五
月
に
、
常
州
浮
嶋
村
喜
右
衛
門
と
本
小
田
原
町
二
丁

目
佃
屋
加
兵
衛
が
連
名
で
勘
定
奉
行
所
に
、
三
か
村
が
利
用
す
る
津
宮
村
の
「
網
数

六

張
二
而
猟
仕
来
候
此
場
所
」
を
一
年
当
た
り
米
七
〇
石
を
上
納
し
て
、
十
年
季
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

請
け
負
い
た
い
と
願
い
出
た
。
要
す
る
に
、
倍
額
の
運
上
を
出
す
の
で
、
三
か
村
の

漁
場
を
請
け
負
い
た
い
と
い
う
願
い
で
あ
る
。
当
時
三
か
村
を
支
配
し
た
代
官
野
田

三
郎
左
衛
門
が
こ
の
吟
味
を
担
当
し
、
①
三
か
村
は
青
山
忠
成
へ
の
御
菜
鮭
上
納
以

来
、
海
役
米
と
網
代
役
永
と
を
「
年
季
二
不
構
永
々
定
納
」
し
て
き
た
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
権
現
様
御
入
国
之
節
6
所
請
負
」
で
あ
る
こ
と
、
②
「
川
上
利
根
川
通
り
布

川
6
下
佐
原
近
所
迄
拾
七
八
ケ
村
魚
猟
場
ハ
入
札
を
以
年
数
を
限
り
運
上
」
が
賦
課

さ
れ
た
が
、
三
か
村
の
前
海
漁
場
は
別
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
喜
右
衛
門
ら
の
歎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

願

を
却
下
し
、
三
か
村
に
よ
る
漁
場
利
用
を
許
可
し
た
。
た
だ
し
三
か
村
は
こ
の
際

に
、
海
役
米
を
三
五
石
か
ら
七
〇
石
に
、
網
代
役
永
を
六
二
八
文
か
ら
一
貫
二
五
六

文
に
そ
れ
ぞ
れ
倍
増
し
て
請
け
負
う
こ
と
を
条
件
に
し
た
た
め
、
以
後
の
不
漁
時
に

は
そ
の
免
除
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
右
で

は
、
「
運
上
川
」
の
論
理
が
再
度
津
宮
村
前
の
漁
場
に
持
ち
込
ま
れ
た
た
め
、

三
か

村

は
そ
の
ま
ま
で
は
漁
場
の
独
占
を
維
持
で
き
な
く
な
り
、
海
役
米
な
ど
を
倍

額

に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
よ
う
。
年
季
請
負
に
よ
る
漁
場
利
用

が
周
辺
域
で
展
開
し
て
い
く
な
か
で
、
三
か
村
前
海
の
永
続
的
な
漁
場
利
用
も
脅
か

さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
右
で
い
う
「
運
上
川
」
の
論
理
と
は
、
整
理
し
て
お
け
ば
、
①
年
季
が
設
定
さ
れ

て

い

る
こ
と
、
②
当
該
漁
場
に
面
し
た
村
に
居
住
し
な
い
も
の
で
も
、
運
上
金
上
納

者

に
は
操
業
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
③
請
負
対
象
が
村
前
漁
場
の
範
囲
す
べ
て
で
は

な
く
、
網
代
場
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
運

上

川
」
の
論
理
に
基
づ
く
歎
願
は
以
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
翌
享
保
八
年
に
な
る
と
、
三
か
村
よ
り
下
流
に
位
置
す
る
一
之
分
目
・
三
之
分
目

村
の
前
海
漁
場
で
、
常
州
扇
嶋
村
の
も
の
が
一
年
当
た
り
米
一
〇
〇
俵
を
上
納
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

地

引
網
五
張
を
新
規
に
始
め
た
い
と
願
い
出
た
。
こ
れ
も
居
住
者
で
は
な
い
百
姓
が

他
村
の
前
海
で

新
た
な
網
代
を
設
定
す
る
と
い
う
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
三
か

村
の

村
役
人
は

次
の

よ
う
に
訴
え
た
。

　
　
　
（
2
0
）

　
［
史
料
7
］

　
　
　
　
　
乍
恐
以
書
付
申
上
候

　
　
一
此
度
一
分
目
村
・
三
分
目
両
村
下
二
新
地
引
網
年
賦
御
請
負
仕
度
願
人
有
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
こ

　
　
　
候
、
新
浜
相
立
候
而
者
三
ケ
村
魚
猟
場
へ
相
障
り
哉
と
御
尋
二
御
座
候

　
　
一
津
之
宮
村
下
三
ケ
村
魚
猟
場
ハ
御
高
三
千
五
百
石
余
之
所
二
罷
在
候
御
百
姓

　
　
　
相
続
二
御
座
候
、
依
之
度
々
相
障
候
義
も
御
座
候
得
共
右
之
訳
故
先
規
之
通

　
　
　
り
被
仰
付
候
、
数
拾
年
魚
猟
仕
来
申
其
上
去
寅
年
浮
嶋
村
喜
右
衛
門
御
注
進

　
　
　
申
上
候
節
増
御
定
納
米
永
差
上
候
積
り
も
、
み
よ
前
二
大
倉
村
地
引
網
弐
張

　
　
　
之
外
別
而
障
り
無
之
と
奉
存
御
請
合
仕
候
、
然
二
間
茂
無
之
処
二
前
み
よ
通

　
　
　
り
二
此
度
御
注
進
之
猟
場
相
立
候
而
ハ
、
去
年
中
御
請
負
仕
候
増
米
永
も
存

　
　
　
寄
違
ひ
二
罷
成
候
、
其
上
御
百
姓
相
続
難
罷
成
迷
惑
至
極
仕
候
、
何
重
二
も

　
　
　
御
慈
悲
二
前
ミ
よ
筋
二
新
猟
場
相
立
不
申
候
様
二
被
為
遊
御
百
姓
相
続
仕
候

　
　
　
様
二
奉
願
上
候
、
以
上
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享
保
八
年
卯
六
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
差
出
人
七
名
略
）

　
　
　
　
　
野

田
三
郎
左
衛
門
様
御
役
所

　
右

に
よ
れ
ば
、
①
三
か
村
が
享
保
七
年
に
浮
嶋
村
喜
右
衛
門
ら
の
歎
願
を
退
け
て
、

倍
額
の
役
米
永
上
納
を
了
承
し
た
の
は
、
下
流
で
は
大
倉
村
の
地
引
網
二
張
以
外
に

は
、
濡
筋
を
妨
げ
る
も
の
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
、
②
と
こ
ろ
が
今
回
さ
ら
に
そ
の

下
流
の

溶
筋
に
新
規
の
地
引
網
が
導
入
さ
れ
て
は
、
漁
場
の
条
件
が
変
化
す
る
の
で

迷
惑
で
あ
る
、
③
三
か
村
漁
場
の
溶
筋
に
新
た
な
猟
場
を
立
て
る
こ
と
は
中
止
し
て

も
ら
い
た
い
、
と
三
か
村
が
主
張
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
翌
七
月
に
は
、
「
川

前
二
五
張
之
網
出
来
仕
候
ハ
鮭
鱒
計
之
猟
場
に
て
銚
子
口
6
水
筋
を
追
上
り
候
魚
二

而
、
前
濡
二
而
五
張
二
而
猟
仕
候
得
者
大
分
障
り
二
罷
成
」
る
の
で
、
扇
嶋
村
の
五

張
を
二
張
に
減
ら
す
か
、
上
納
す
る
運
上
金
を
さ
ら
に
倍
増
し
て
三
か
村
に
請
け
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

わ
せ
る
か
、
い
ず
れ
か
に
し
て
欲
し
い
と
訴
え
た
。
こ
う
し
た
訴
状
の
内
容
か
ら
、

三
か
村
は
上
流
の
村
の
漁
場
に
遡
上
す
る
川
魚
の
道
を
妨
害
す
る
行
為
が
、
下
流
の

村
々
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
強
く
抗
議
し
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
は
正

徳
期
争
論
に
お
い
て
「
運
上
川
」
の
請
負
人
が
主
張
し
た
内
容
と
相
似
的
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
代
官
が
、
享
保
二
年
に
三
か
村
よ
り
下
流
の
大
倉
村
が
地
引
網
を
始
め
た

と
き
に
支
障
が
な
か
っ
た
の
に
、
今
回
は
支
障
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
と
詰
問
し
た

の

に
対
し
て
は
、
「
大
倉
村
之
義
も
権
現
様
御
入
国
已
来
海
役
米
網
代
永
差
上
三
ケ

村

同
前
之
義
二
御
座
候
故
、
新
規
願
之
節
も
相
障
り
不
申
」
、
し
か
し
今
回
は
「
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

村
附
之
魚
猟
場
こ
も
無
御
座
候
故
相
障
り
候
」
と
反
論
し
た
。
正
徳
期
争
論
で
村
前

漁
場
を
確
保
し
、
そ
こ
で
の
地
引
網
操
業
を
堅
持
し
た
三
か
村
に
と
っ
て
、
同
様
の

立
場
で

開
始
さ
れ
た
大
倉
村
の
地
引
網
漁
を
阻
止
す
る
手
段
は
な
か
っ
た
が
、
他
村

の

百
姓
が
年
季
請
負
で
地
引
網
の
網
代
を
新
規
に
設
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
強

く
抗
議
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
三
か
村
は
「
運
上
川
」
の
論
理
に
反
対
す
る
こ
と
に
加
え
、
新
た
に

川
魚
の
遡
上
路
の
確
保
と
い
う
主
張
を
も
盛
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
た

主
張

は
代
官
に
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
扇
嶋
村
の
地
引
網
は
、
一
つ
減
ら
し
て
四

張
で
操
業
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
川
魚
の
遡
上
路
を
確
保
す
る
と
い
う

論
理

は
、
か
つ
て
「
運
上
川
」
請
負
人
が
主
張
し
た
が
三
か
村
が
拒
絶
し
た
た
め
に

下
利
根
川
中
流
域
で
は
確
立
し
な
か
っ
た
論
理
で
あ
り
、
ま
た
今
回
の
場
合
に
は
、

一
之
分

目
・
三
之
分
目
村
よ
り
上
流
に
位
置
す
る
大
倉
村
や
三
か
村
よ
り
上
流
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

「数

ケ
所
之
運
上
場
」
に
お
い
て
も
支
障
は
な
い
と
返
答
し
た
た
め
、
代
官
が
三
か

村
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
か
村
は
自
村
の
前
海

を
「
運
上
川
」
の
論
理
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
他
村
の
前
海
に
導
入
さ

れ

た
「
運
上
川
」
の
論
理
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

　

こ
の
一
件
に
よ
っ
て
、
三
か
村
に
と
っ
て
、
①
川
魚
の
遡
上
路
を
確
保
す
る
こ
と

も
、
②
他
村
前
海
で
の
新
規
請
負
地
引
網
の
開
始
を
阻
止
す
る
こ
と
も
、
③
役
米
永

上
納

に
依
拠
し
た
、
大
倉
村
の
よ
う
な
村
前
で
の
村
百
姓
に
よ
る
新
規
漁
業
を
阻
止

す
る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
後
三
か
村
は
こ
う
し
た
事
態
に
対
抗
す
る
た
め
の
有
効
な
論
理
を
構
築
で
き
な
い

ま
ま
、
享
保
十
二
年
に
は
、
大
倉
村
が
新
規
に
地
引
網
二
張
を
始
め
る
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
大
倉
村
で
は
、
そ
れ
以
前
も
、
二
張
と
い
い
な
が
ら
実
際
に

は
三
張
の
地
引
網
が
操
業
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
合
計
五
張
が
網
代
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

を
占
有
す
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
三
か
村
に
と
っ
て
は
、
前
海
漁
場
は
確
保
し

た
も
の
の
、
下
流
域
で
の
漁
業
が
拡
大
す
る
こ
と
で
不
漁
を
招
き
、
さ
ら
に
は
役
米

永
だ

け
が
倍
増
す
る
な
ど
、
享
保
期
は
漁
場
利
用
の
継
続
が
急
速
に
困
難
に
な
る
時

代
で
あ
っ
た
。

　

享
保
十
二
年
は
こ
れ
だ
け
で
済
ま
な
か
っ
た
。
九
月
に
な
る
と
今
度
は
江
戸
魚
問

屋
鯉
屋
藤
左
衛
門
が
、
大
倉
村
の
前
海
で
新
規
に
地
引
網
を
始
め
た
い
と
願
い
出
た

の

で

あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
大
倉
村
の
漁
師
・
村
役
人
、
お
よ
び
三
か
村
の
村
役

人

は
次
の
よ
う
な
書
付
を
野
田
三
郎
左
衛
門
役
所
に
提
出
し
た
。

　
　
　
（
2
5
）

　
［
史
料
8
］

　
　
　
　
　

御
吟
味
二
付
申
上
候
覚

　
　
一
此
度
鯉
屋
藤
左
衛
門
方
6
大
倉
村
猟
場
之
内
江
新
規
二
地
引
網
相
立
申
度
段
、
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為
御
忠
節
願
出
候
二
付
御
見
分
御
吟
味
二
付
、
右
場
所
ハ
大
倉
村
海
地
米
四

　
　
　

拾
五
俵
上

納
之
場
所
二
而
外
6
手
差
不
仕
処
、
況
去
ル
卯
年
磯
山
村
6
も
願

　
　
　

出
候
得
共
右
之
段
御
吟
味
御
聞
済
被
遊
、
拙
者
共
申
分
相
立
外
6
手
入
不
仕

　
　
　

場
所
二
御
座
候
段
先
達
而
委
細
申
上
候
処
、
御
吟
味
之
上
被
仰
渡
候
ハ
右
海

　
　
　
地

米
四
十
五
俵
相
納
大
倉
村
海
二
無
紛
段
ハ
此
度
願
人
藤
左
衛
門
も
存
知
候

　
　
　

得
共
、
右
海
之
内
大
倉
村
網
五
張
二
而
猟
仕
候
而
も
場
広
成
所
故
藤
左
衛
門

　
　
　

方
6
引
網
相
願
候
、
居
下
二
而
網
引
候
而
大
倉
村
勝
手
悪
敷
候
ハ
・
上
二
而

　
　
　

藤
左
衛
門
網
引
可
申
由
、
畢
寛
大
倉
村
ハ
海
地
之
主
村
二
候
得
ハ
年
々
大
倉

　
　
　
之
勝
手
二
為
引
、
大
倉
之
網
二
不
構
所
二
而
網
引
可
申
由
申
之
候
、
尤
磯
山

　
　
　

村

6
之
願
不
相
立
候
得
共
是
ハ
右
場
所
へ
網
代
立
候
与
申
儀
も
証
拠
二
願
候

　
　
　

処
、
磯
山
之
網
代
場
ハ
右
之
場
所
二
無
之
旨
吟
味
之
上
相
決
候
故
磯
山
之
願

　
　
　
不
相
立
候
、
左
候
得
ハ
磯
山
之
願
与
此
度
藤
左
衛
門
願
之
儀
ハ
わ
け
違
ひ
候

　
　
　

由
被
仰
聞
御
尤
二
奉
存
候
、
尤
右
海
之
内
上
二
而
も
下
二
而
も
大
倉
村
網
引

　
　
　
候
得
者
一
方
は
明
キ
候
様
二
相
見
へ
候
得
共
、
海
一
面
二
網
引
候
而
ハ
猟
事

　
　
　

無
之
候
故
大
倉
村
二
而
も
五
張
之
外
増
網
も
難
仕
候
、
万
一
藤
左
衛
門
願
之

　
　
　
通
被
仰
付
候
而
ハ
大
倉
村
之
猟
事
二
相
障
り
候
間
、
猟
師
ハ
勿
論
惣
而
地
方

　
　
　
百
姓
も
右
猟
事
之
余
力
を
以
渡
世
仕
候
間
、
外
6
新
網
入
大
倉
之
猟
師
衰
微

　
　
　
仕
候
得
ハ
お
の
つ
か
ら
大
倉
村
惣
百
姓
困
窮
仕
儀
二
御
座
候
、
其
上
津
宮
・

　
　
　
篠

原
・
佐
原
三
ケ
村
猟
師
之
障
り
こ
も
罷
成
右
村
々
及
迷
惑
候
間
、
幾
重
二

　
　
　
も
此
度
新
網
入
不
申
候
様
二
奉
願
候
、
以
上

　
　
　
　
享
保
十
二
年
未
九
月
　
　
　
　
（
差
出
人
・
宛
先
略
）

　
鯉
屋
藤
左
衛
門
は
、
大
倉
村
が
役
米
永
上
納
に
よ
っ
て
確
保
し
た
前
海
漁
場
内
で
、

新

た
に
地
引
網
を
始
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
大
倉
村
自
身
が
地
引
網

を
増
や
す
の
を
み
て
、
新
規
参
入
を
企
画
し
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
網
代

場

は
、
大
倉
村
の
地
引
網
が
操
業
す
る
網
代
場
の
邪
魔
と
な
ら
な
い
場
所
を
漁
場
内

で

探
し
て
設
定
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
で
は
大
倉
村
が
役
米
永
上
納
に
よ
っ
て

自
村
の
漁
場
範
囲
を
囲
い
込
ん
で
も
、
つ
ね
に
そ
の
内
側
に
外
部
か
ら
新
規
の
網
代

場
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
鯉
屋
藤

左
衛
門
の
歎
願
を
、
代
官
は
好
意
的
に
受
け
止
め
、
村
に
そ
の
了
承
を
強
く
求
め
た

こ
と
が
史
料
か
ら
窺
え
よ
う
。
「
運
上
川
」
の
設
定
と
は
、
網
代
場
の
設
定
と
も
読

み

替

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
ほ
ど
ふ
れ
た
が
、
こ
う
な
る
と
「
運
上

川
」
は
役
米
永
上
納
に
よ
っ
て
村
が
占
有
し
た
村
前
の
漁
場
範
囲
内
に
も
設
定
が
可

能
と
な
り
、
村
々
が
「
運
上
川
」
の
論
理
を
排
斥
す
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
村
前
漁

場
を
占
有
す
る
論
理
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
が
、
も
し
鯉
屋

の
地

引
網
が
導
入
さ
れ
た
な
ら
ば
、
三
か
村
の
不
漁
は
さ
ら
に
進
行
し
た
も
の
と
推

察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
正
徳
・
享
保
期
の
下
利
根
川
中
流
域
の
漁
場
争
論
を
取
り
上
げ
て
き
た
。

争
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
争
論
の
分
析
を
踏

ま
え
て
、
い
く
つ
か
の
注
目
さ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
「
お
わ
り
に
」
に
代
え

た
い
。

　
第
一
に
、
佐
原
村
他
二
か
村
に
と
っ
て
、
正
徳
期
の
漁
場
争
論
は
、
前
海
が
川
で

は
な
く
入
海
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
点
で
は
勝
利
と
も
い
え
た
が
、
佐
原
・
篠

原
二
か
村
の
前
川
漁
場
が
「
運
上
川
」
に
組
み
込
ま
れ
、
三
か
村
の
漁
場
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
点
で
は
敗
北
と
も
い
え
、
実
際
に
三
か
村
が
争
論
に
負
け
た
と
認
識
し
て

い

た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
享
保
期
の
動
向
ま
で
視
野
に
入
れ
る
と
、

こ
の
争
論
は
川
魚
の
遡
上
路
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
下
流
域
で
の
漁
猟
方
法
に
制

約
が
加
え
ら
れ
う
る
と
い
う
論
理
が
却
下
さ
れ
、
下
流
村
々
に
よ
る
村
前
漁
場
の
利

用
が
優
先

さ
れ
る
と
い
う
方
向
性
を
確
実
に
し
た
転
機
と
位
置
付
け
ら
れ
、
三
か
村

に
と
っ
て
、
大
倉
村
や
浮
嶋
村
の
新
規
漁
業
に
歯
止
め
を
か
け
ら
れ
な
く
な
る
根
拠

と
も
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
三
か
村
の
不
漁
化
に
拍
車
を
か
け
る
と
い
う
意
味
で
、
三
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か
村
の
漁
業
が
衰
退
す
る
原
因
と
な
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
「
運
上
川
」
請

負
人
が
構
築
し
た
、
川
魚
の
遡
上
路
を
確
保
す
る
と
い
う
上
流
村
々
独
自
の
論
理
を

打
破

し
た
三
か
村
に
と
っ
て
、
自
村
前
へ
の
川
魚
の
遡
上
路
を
維
持
す
る
た
め
に
下

流
域
で
の
新
規
漁

業
を
糾
弾
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
こ
れ
は
領
主

に
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
か
村
は
下
流
域
の
村
々
が
村
前
漁
場
内
で

ど
の
よ
う
な
漁
業
を
行
お
う
と
も
、
そ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
正
徳
期
争
論
に
お
い
て
三
か
村
が
村
前
漁
場
の
利
用
を
優
先
す
る
論

理
を
選
択
し
た
こ
と
が
、
「
敗
北
」
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
下
利
根
川
中
流
域
で
は
、
川
を
し
め
き
る
こ
と
で
完
全
に
川
魚
の
遡
上

を
妨
げ
る
漁
業
は
禁
止
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
し
村
前
漁
場
で
展
開
さ
れ
た
新
規
の
地

引
網
漁
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
漁
法
と
分
類
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
史
料
2
に
あ
っ

た
よ
う
に
、
代
官
は
川
を
し
め
き
っ
た
漁
業
は
禁
止
し
た
が
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
こ
の
地
域
で
は
地
引
網
は
こ
れ
に
該
当
せ
ず
、
正
徳
期
以
後
も
下
流
の
村
々

に
よ
っ
て
新
た
に
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
地
引
網
漁
は
確
か
に
川
を
し
め
き
る
漁

業
で
は
な
か
っ
た
が
、
上
流
村
々
の
好
不
漁
を
左
右
す
る
影
響
力
を
持
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
下
利
根
川
中
流
域
で
は
、
地
引
網
操
業
が
原
則
と
し
て

禁
止
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
下
流
域
で
の
そ
の
操
業
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
上
流
村
々

の

漁
業
条
件
は
つ
ね
に
変
容
す
る
可
能
性
を
持
ち
つ
づ
け
、
安
定
化
し
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
村
前
漁
場
を
独
占
す
る
論
理
と
し
て
、
海
役
米
の
上
納
が
重
視
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
享
保
二
年
の
御
菜
肴
上
納
再
開
を
め
ぐ
っ
て
、
三
か
村
が
村
前
漁
場

の
範
囲
を
堅
持
す
る
た
め
に
海
役
米
上
納
を
漁
場
利
用
の
論
拠
と
し
て
重
視
し
、
本

来
の
漁
場
利
用
の
根
拠
で
あ
る
網
代
役
永
を
漁
場
範
囲
内
に
展
開
す
る
網
代
利
用
の

対
価

と
捉
え
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
海
役
永
が
海
石
高
と
し
て
村
高

に
結
ば
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
右
で
は
三
か
村
が
、
青
山
忠
成
を
通
し
た
家
康
へ

の

鮭
上
納
を
象
徴
す
る
網
代
役
永
と
い
う
運
上
金
よ
り
も
、
石
高
に
換
算
さ
れ
た
海

役
永

を
上
位
に
位
置
付
け
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
史
料
8
で
み

た
よ
う
に
、
当
該
地
域
で
は
、
運
上
請
負
人
に
よ
る
新
た
な
網
代
設
置
が
併
行
し
て

行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
三
か
村
が
も
し
網
代
役
永
を
盾
に
漁
場
占

有
を
主
張
す
れ
ば
、
運
上
金
の
対
価
と
し
て
網
代
を
設
置
す
る
と
い
う
次
元
で
は
、

請
負
人
が
設
置
し
た
新
規
網
代
と
同
一
と
な
っ
て
し
ま
い
、
他
の
漁
場
に
お
け
る
新

規
網
代
の
設
置
を
拒
絶
す
る
論
理
を
構
築
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た

め

海
石
高
で
は
な
い
が
、
村
の
小
物
成
と
し
て
石
高
で
表
示
さ
れ
た
海
役
米
を
漁
場

占
有
の
中
核
の
論
拠
に
据
え
、
運
上
金
上
納
の
み
に
依
拠
す
る
請
負
人
の
地
引
網
漁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

と
の
差
別
化
を
強
調
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
網
代
役
永
を
網
代
の
利
用
と

対
応

さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
海
役
米
を
、
漁
業
・
肥
料
採
取
な
ど
を
含
め
た
〈
海
域

利
用
〉
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
、
両
者
の
違
い
を
鮮
明
に
し
、
後
者
を
積
極
的
に
利

用
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
も
当
該
地
域
で
は
、
海
役
米
に
よ
る
〈
海
域

利

用
〉
と
い
う
論
理
は
弱
く
、
そ
の
範
囲
内
に
つ
ね
に
新
規
網
代
が
請
負
人
に
よ
っ

て

設
置
さ
れ
う
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
運
上
請
負
人
の
「
網
代
場
設
定
の
論
理
」
と
村
々
の
「
海
役
米
に
よ
る

海
域
利
用
の
論
理
」
と
が
拮
抗
し
な
が
ら
併
存
し
、
村
々
は
よ
り
一
層
、
網
代
役
永

に
依
拠
し
な
い
後
者
の
論
理
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
が
、
近
世
中
期
の
動
向
で
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
稿

は
下
利
根
川
中
流
域
に
素
材
を
限
定
し
た
分
析
で
あ
る
た
め
、
東
総
地
域
に

含
ま
れ
る
利
根
川
流
域
全
体
の
漁
業
構
造
を
提
示
す
る
に
は
ほ
ど
遠
い
。
下
利
根
川

下
流
域
で

は
、
川
の
対
岸
の
村
々
と
川
の
中
央
を
漁
場
境
と
し
て
確
定
し
、
そ
れ
ぞ

れ

が
漁
場
を
占
有
す
る
体
制
が
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
確
立

　
　
　
　
（
2
7
）

す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
の
川
魚
の
遡
上
路
確
保
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
こ
う
し
た
漁
場
利
用
関
係
の
構
築
は
、
中
流
域
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
の
か
、

本
稿
で

は
分
析
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
下
利
根
川
流
域
の
漁
業
構
造
は
、
土
砂
の
堆
積
や
大
規
模
な
堤
川
除
普
請
に

よ
っ
て
漁
場
の
条
件
が
変
容
す
る
な
ど
、
安
定
的
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
利
根
川
に

限

ら
ず
、
川
漁
を
め
ぐ
る
漁
業
構
造
は
、
つ
ね
に
下
流
域
の
変
化
に
伴
い
大
き
く
変
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（
2
8
）

容
を
遂
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
は
こ
う
し
た
時
期
的
変
遷
も
踏
ま
え

て
、
こ
の
流
域
の
社
会
構
造
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

註（
1
）
　
原
淳
二
「
近
世
前
期
・
下
利
根
川
流
域
の
漁
業
」
（
『
海
上
町
史
研
究
』
三
一
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
2
）
　
正
徳
五
年
「
津
宮
下
漁
猟
場
出
入
始
末
留
書
」
（
伊
能
家
文
書
－
二
〇
）
、
以
下
A
と
す
る
。

（
3
）
　
享
保
二
年
「
御
菜
御
肴
御
吟
味
之
節
留
書
」
（
伊
能
家
文
書
－
二
一
）
、
以
下
B
と
す
る
。

（
4
）
　
享
保
七
年
「
御
証
文
之
写
」
（
伊
能
家
文
書
－
二
四
）
、
以
下
C
と
す
る
。

（
5
）
　
伊
能
景
利
の
家
系
や
年
譜
に
つ
い
て
は
、
酒
井
右
二
「
村
政
に
関
す
る
元
禄
～
享
保
期
の

　
　
記
録
編
纂
作
業
ー
下
総
佐
原
伊
能
景
利
の
事
例
か
ら
ー
」
（
『
千
葉
県
史
研
究
』
五
、
一
九
九

　
　
七
年
）
を
参
照
。

（
6
）
　
『
佐
原
市
史
』
資
料
編
、
別
編
一
、
部
冊
帳
前
巻
の
解
説
（
小
島
一
仁
執
筆
）
参
照
。

（
7
）
寛
文
十
三
年
「
乍
恐
以
書
付
ヲ
御
訴
訟
申
上
候
事
」
（
『
佐
原
市
史
』
資
料
編
、
別
編
一
、

　
　
部
冊
帳
前
巻
、
七
八
頁
）
。

（
8
）
　
A
所
収
。
以
下
、
史
料
5
ま
で
は
同
様
。

（
9
）
　
正
徳
五
年
七
月
五
日
「
津
之
宮
村
申
口
」
（
A
所
収
）
。

（
1
0
）
　
正
徳
五
年
七
月
十
九
日
「
津
之
宮
申
口
」
（
A
所
収
）
。

（
1
1
）
　
正
徳
五
年
二
月
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
候
」
（
A
所
収
）
。

（
1
2
）
　
正
徳
五
年
正
月
「
乍
恐
御
訴
訟
申
上
候
」
（
A
所
収
）
。

（
1
3
）
　
B
に
よ
る
。

（
1
4
）
享
保
二
年
四
月
「
覚
」
（
B
所
収
）
。

（
1
5
）
　
B
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
B
所
収
。

（
1
7
）
　
享
保
七
年
五
月
「
乍
恐
書
付
を
以
御
願
申
上
候
」
（
C
所
収
）
。

（
1
8
）
享
保
七
年
五
月
「
乍
恐
書
付
を
以
申
上
候
御
事
」
（
C
所
収
）
、
享
保
七
年
七
月
「
乍
恐
以

　
　
書
付
申
上
候
」
（
C
所
収
）
に
よ
る
。

（
1
9
）
　
享
保
八
年
六
月
「
乍
恐
以
書
付
申
上
候
」
（
C
所
収
）
。

（
2
0
）
　
C
所
収
。

（
2
1
）
　
享
保
八
年
七
月
二
十
二
日
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
」
（
C
所
収
）
。

（
2
2
）
　
享
保
八
年
六
月
「
差
上
申
証
文
之
事
」
（
C
所
収
）
。

（
2
3
）
　
享
保
八
年
六
月
「
差
上
申
一
札
之
事
」
（
C
所
収
）
。

（
2
4
）
　
享
保
十
二
年
三
月
「
乍
恐
以
書
付
御
訴
訟
申
上
候
」
（
伊
能
家
文
書
＝
二
八
）
。

（
2
5
）
　
伊
能
家
文
書
一
＝
三
二
。

（
2
6
）
　
石
高
に
結
ば
れ
た
負
担
が
、
運
上
金
を
凌
駕
し
て
漁
場
占
有
の
論
拠
と
し
て
重
視
さ
れ
る

　
　
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
河
川
流
域
だ
け
で
は
な
く
、
海
付
村
落
で
も
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　

詳
し
く
は
、
拙
著
『
近
世
漁
業
社
会
構
造
の
研
究
』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
六
章

　

参
照
。

（
2
7
）
　
井
上
準
之
助
「
近
世
後
期
の
下
利
根
川
漁
業
の
一
考
察
」
（
『
国
際
商
科
大
学
論
叢
』
商
学

　
　
部
編
、
三
〇
、
一
九
八
四
年
）
。

（
2
8
）
　
上
流
・
下
流
の
相
互
関
係
を
踏
ま
え
て
河
川
流
域
の
漁
業
構
造
を
解
明
し
た
研
究
と
し
て
、

　
　
近
年
で
は
、
高
橋
美
貴
「
近
世
に
お
け
る
漁
場
請
負
制
と
漁
業
構
造
」
（
後
藤
雅
知
．
吉
田
伸

　
　
之
編
『
水
産
の
社
会
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

［付
記
］

　
史
料
の
閲
覧
・
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
伊
能
忠
敬
記
念
館
お
よ
び
千
葉
県
史
料
研
究
財
団
に
お

世
話
に

な
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
記
し
て
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。

　
　
　
（
千
葉
大
学
教
育
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
三
年
五
月
二
十
三
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
十
八
日
審
査
終
了
）
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日shing　Operations　and　Villages　in　the　Middle　Reaches　of　the　Lower　Tone　River

duHng　the　Shoto㎞and恥ho　Periods（171H736）

GoTo　Masatomo

This　paper　is　an　examination　of　a　dispute　over　fishing　grounds　that　occurred　in　the　middle　reaches　of　the

Lower　Tbne　River　during　the　Shotoku（1711－1716）and　Kyoho（1716－1736）periods　fOr　the　purpose　of　shedding

light　on　one　aspect　of　the　struchlre　of　fishing　society　in　the　Tbso　region．　During　1714　and　1715，　a　dispute

arose　between　the　three　villages　of　Sawara，　Shinohara　and　Tstlnomiya　in　Katori－gun，　Shimousa　Province　and

collectors　of　a　river　transportation　tax　who　received　tax　payments五）r　compensation　fOr　fishing　grounds　up

stream　from　the　three　villages．　By　claiming　that　the丘shing　grounds　by　their　villages　were　not　part　of　the　river

but　were　a　sea　inlet，　the　three　villages　succeeded　in　their　bid　to　avoid　having　to　pay　this　river　transportation

tax，　though　the　scope　of　their　fishing　grounds　was　reduced　as　a　result．　In　this　dispute，　the　primary　concern　of

the　river　transportation　tax　collectors　was　to　maintain　a　channel　in　the　lower　reaches　of　the　river　fOr　fresh

water　fish　to　swim　upstream，　and　to　this　end　they　stressed　that　any　new　fishing　operation　that　impeded　this

should　be　stopped．　Howeveちthis　was　not　recognized　in　the　decision　handed　down　by　the　Bakufu　authorities　as

priority　was　given　to五shing　using　dragnets　in　the　river　beside　the　three　villages．　In　the　middle　reaches　of　the

Lower　Tbne　River　fishing　using　dragnets　in　the　fishing　grounds　of　the　villages　was　not　recognized　as　a丘shing

operation　that　impeded　the　running　of　fresh　water五sh　and　from　that　time　on　permission　to　operate丘eely　was

granted　in　accordance　with　the　wishes　of　the　villages　along　the　lower　reaches　of　the　river　Then，　later　in　Kyoho

period，　farmers　in　the　river　basin　increased　their　ac6vities　centered　on　attempts　to　set　new　net　taxes　on　drag－

nets　in　the　river　alongside　other　villages　as　a　subs6tute　fbr　paying　even　higher　river　transportation　taxes．　The

three　villages　paid　double　the　amount　of　net　taxes　and　sea　taxes，　and　stressing　that　they　had　a　history　extend－

ing　back　many　centuries　of　using　the丘shing　grounds　alongside　the　villages　they　ended　up　having　to　maintain

exclusive　possession　of　their　own　villages’五shing　grounds．　In　this　process，　they　emphasized　the　dif企rences

they　had　with　the　farmers　who　were　attempting　to　set　a　new　net　tax，　and　the　three　villages　claimed　that　pay－

ment　of　the　net　taK　was　nothing　more　than　compensation　fOr　use　of　the　dragnet　tax　and　that　rather　it　was　the

payment　of　sea　taxes　that　enabled　not　only　fishing　operations　but　also　the　development　of　sand　banks　and　fer－

tilizer　extraction　in　the　area　around　the　villages’fishing　grounds．　In　this　way，　the　three　villages　secured　the

fishing　grounds，　although　the　effect　of　the　dispute　in　Shotoku　period　was　that　three　villages　were　not　able　to

intervene　in　the　establishment　of　new　net　taxes　fbr　dragnets　by　villages　further　down　the　riveちwith　the　result

that　from　the　Kyoho　period　onwards　these　villages　had　to　cope　with　poor　catches．
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